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吉賀町告示第17号 

 令和６年第１回吉賀町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和６年２月20日 

吉賀町長 岩本 一巳 

１ 期  日  令和６年３月４日 

２ 場  所  吉賀町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

桜下 善博君          村上 定陽君 

三浦 浩明君          桑原 三平君 

河村由美子君          松蔭  茂君 

河村 隆行君          大庭 澄人君 

藤升 正夫君          中田  元君 

庭田 英明君          安永 友行君 

────────────────────────────── 

○３月５日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月６日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月12日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月13日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月14日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月18日に応招した議員 
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────────────────────────────── 

○３月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和６年 第１回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和６年３月４日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和６年３月４日 午前９時06分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 令和６年度町長施政方針 

 日程第６ 発議第１号 訪問介護基本報酬の引下げを撤回し引上げを求める意見書（案） 

 日程第７ 報告第１号 放棄した私債権の報告について 

 日程第８ 議案第11号 吉賀町地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第12号 吉賀町自治会館の指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第13号 令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第14号 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第15号 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第16号 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第17号 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第15 議案第18号 請負契約の変更について（令和５年度林道滑峠線舗装改良工事） 

 日程第16 議案第19号 請負契約の締結について（令和５年度町道栃木線栃木橋補修工事） 

 日程第17 議案第20号 動産購入契約の締結について（吉賀町立小学校教師用指導書等整備事

業） 

 日程第18 議案第21号 吉賀町手話言語条例の制定について 

 日程第19 議案第22号 吉賀町長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 日程第20 議案第23号 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について 

 日程第21 議案第24号 吉賀町部活動検討委員会設置条例の制定について 

 日程第22 議案第25号 吉賀町こども家庭センター設置条例の制定について 

 日程第23 議案第26号 吉賀町地域医療協議会設置条例の制定について 

 日程第24 議案第27号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
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 日程第25 議案第28号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第26 議案第29号 吉賀町交流研修センター施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第30号 吉賀町サクラマス交流センター施設条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第28 議案第31号 吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第29 議案第32号 吉賀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第30 議案第33号 吉賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

 日程第31 議案第34号 吉賀町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第32 議案第35号 吉賀町地区集会所施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第33 議案第36号 吉賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

 日程第34 議案第37号 吉賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第35 議案第38号 吉賀町子ども等医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 日程第36 議案第39号 吉賀町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第37 議案第40号 吉賀町営住宅条例の一部を改正する条例について 

 日程第38 議案第41号 吉賀町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 日程第39 議案第42号 吉賀町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 日程第40 議案第43号 令和６年度吉賀町水道事業会計予算 

 日程第41 議案第44号 令和６年度吉賀町下水道事業会計予算 

 日程第42 議案第45号 令和６年度吉賀町病院事業会計予算 

 日程第43 議案第46号 令和６年度吉賀町興学資金基金特別会計予算 

 日程第44 議案第47号 令和６年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第45 議案第48号 令和６年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

 日程第46 議案第49号 令和６年度吉賀町介護保険事業特別会計予算 

 日程第47 議案第50号 令和６年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算 

 日程第48 議案第51号 令和６年度吉賀町一般会計予算 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 令和６年度町長施政方針 

 日程第６ 発議第１号 訪問介護基本報酬の引下げを撤回し引上げを求める意見書（案） 

 日程第７ 報告第１号 放棄した私債権の報告について 

 日程第８ 議案第11号 吉賀町地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第12号 吉賀町自治会館の指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第13号 令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第14号 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第15号 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第16号 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第17号 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第15 議案第18号 請負契約の変更について（令和５年度林道滑峠線舗装改良工事） 

 日程第16 議案第19号 請負契約の締結について（令和５年度町道栃木線栃木橋補修工事） 

 日程第17 議案第20号 動産購入契約の締結について（吉賀町立小学校教師用指導書等整備事

業） 

 日程第18 議案第21号 吉賀町手話言語条例の制定について 

 日程第19 議案第22号 吉賀町長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 日程第20 議案第23号 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について 

 日程第21 議案第24号 吉賀町部活動検討委員会設置条例の制定について 

 日程第22 議案第25号 吉賀町こども家庭センター設置条例の制定について 

 日程第23 議案第26号 吉賀町地域医療協議会設置条例の制定について 

 日程第24 議案第27号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 日程第25 議案第28号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第26 議案第29号 吉賀町交流研修センター施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第30号 吉賀町サクラマス交流センター施設条例の一部を改正する条例につい
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て 

 日程第28 議案第31号 吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第29 議案第32号 吉賀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 桜下 善博君        ２番 村上 定陽君 

３番 三浦 浩明君        ４番 桑原 三平君 

５番 河村由美子君        ６番 松蔭  茂君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 

９番 藤升 正夫君        10番 中田  元君 

11番 庭田 英明君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 増本 健治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 中田  敦君   教育次長 ………………… 大庭 克彦君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 竜也君 

税務住民課長 …………… 山根 徳政君   保健福祉課長 …………… 中林知代枝君 

医療対策課長 …………… 渡邊 栄治君   産業課長 ………………… 堀田 雅和君 

建設水道課長 …………… 早川 貢一君   柿木地域振興室長 ……… 深川 千恵君 

────────────────────────────── 

午前９時06分開会 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、令和６年第１回吉賀町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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 議事日程は、ただいまお手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（安永 友行君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１０番、中田議員、１１番、庭田議

員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（安永 友行君）  日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。４番、桑原議会運営委員長。 

○議会運営委員長（桑原 三平君）  それでは、本定例会の会期について、議会運営委員会より報

告をさせていただきます。 

 本日より３月１９日火曜日までの１６日間と決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（安永 友行君）  それでは、お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの委員長報告の

とおり、本日から３月１９日までの１６日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、よって、会期は本日から３月１９日までの１６日間と

決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（安永 友行君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に出席の説明員の職、氏名はお手元に配付したとおりです。 

 監査委員よりの例月出納検査報告、定期監査報告、備品監査報告、議会の動静報告は、お手元

に配付したとおりです。 

 また、２月８日に１１番、庭田議員が全国町村議長会の議員在職２７年以上の自治功労者表彰

を受けられましたので、御報告をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（安永 友行君）  日程第４、行政報告を行います。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めておはようございます。本日、本年第１回目となります定例会を招

集しましたところ、議員の皆様には大変御多忙中にもかかわらず、全議員の御出席をいただきま
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して、誠にありがとうございました。 

 動静報告の前に、３つのことについて、私のほうから、まず申し上げさせていただきたいと思

います。 

 まず１点目は、公立よしか病院、並びによしか介護医療院のことについてであります。 

 去る３月１日に挙行いたしました開設記念式典等への御臨席に対しまして、改めて心から感謝

申し上げる次第でございます。大変ありがとうございました。地域医療の存続のためには、行政

と医療法人との連携はもちろんでございますが、さらに必要とされますのは、地域の皆さんと議

会の絶大な御支援でございます。どうか吉賀町議会におかれましてもこの病院の一番の応援団と

して、力強い御支援を賜りますことを切にお願い申し上げておきたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

 次に、２つ目は、私のほうから後ほど申し上げます町長施政方針、並びに提案理由についてで

ございます。 

 昨年３月の定例会以降、これまで招集いたしました定例会と臨時会における議案審議、それか

ら一般質問、あるいは全員協議会における質疑の中で様々な御意見をちょうだいしているところ

でございます。これらを受けまして、今回の施政方針に盛り込ませていただきました事柄につい

て、少しだけ申し上げておきたいと思います。 

 まず、１番の桜下副議長のほうからは、地域医療の継続につきまして、再三再四にわたって

様々な御意見をちょうだいしておったところでございます。３月１日に開院いたしましたよしか

病院、さらによしか介護医療院、この運営につきましては、当然のことでございますが、健全な

運営に努めてまいるという思いのところを盛り込ませていただいております。 

 それから、２番、村上議員からは、六日市循環線実証運行についての御意見をいただいており

ました。これまでの事前予約制から、今回、事前予約なしの運行に改善をさせていただき、住民

の皆さんの利便性を改善するということに努めさせていただいております。 

 また、建築推進協議会が事業主体として実施していただいております、住宅改修支援事業の補

助金でございますが、大変厳しい財政運営の中ではございますが、本年度の当初予算との比較の

中で、若干ではございますが、増額をさせていただいております。 

 それから、３番の三浦議員のほうからは、これまでのところで帯状疱疹ワクチンの予防接種に

ついての御提案をいただいておりました。この御提案につきましては、島根県内の自治体として

は初めてでございましたが、今年度からこの予防接種に係る助成事業を既に実施をさせていただ

いております。大変、これ好評を得ておりまして、希望者が多いということでございますので、

新年度におきましても継続して対処をさせていただきたいと思っております。 

 ４番の桑原議員のほうからは、萩・石見空港の利用促進と、それから、住民の皆さんの利便性



- 9 - 

の向上に対しての御提案、御意見をいただいておりました。これを受けまして、今回、関係する

団体と協議をいたしまして、空港利用の際の乗合タクシーの運行につきまして準備を進めること

とさせていただいておりますので、つけ加えさせていただきたいと思います。 

 それから、５番、河村由美子議員のほうからは、町内の商工業の振興についてたくさんの御意

見をいただいております。特に事業継続に向けて大きな課題となりますのは、やはり従業員の確

保でございます。そのための環境整備、とりわけ住居の対策でございますが、これは喫緊の課題

でもございます。従来の制度を本年度中に既に民間賃貸住宅整備補助金として拡充をいたしまし

たので、引き続き、これについても対処していきたいと思います。 

 それから、当町で数年前から消費喚起の目的で実施しておりますプレミアム商品券の発行事業

でございます。来年度も本年度並みの３,５００セット分の助成を行いたいと思っております。

島根県内のほかの自治体では、これまでコロナの交付金を活用して、これを財源に単発的に行っ

ておりましたが、吉賀町の場合はそうではございませんで、従来から単費で財源を確保してやっ

ております。これも今回、厳しい財政状況の中ではございましたが、この財源の確保をさせてい

ただいたということでございます。町内の消費喚起に向けて頑張っていきたいと思っております。 

 それから、６番、松蔭議員のほうからは、数回にわたって、多文化共生の実現について御意見

をいただいておりました。さらなるこの進化を目指して、日本語教室を開催するということと、

それから外国人と住民の皆さんの交流機会の創出を考えてまいりたいと思っております。 

 それから、太陽光発電事業についての御意見を伺っておりました。この事業につきましては、

全員協議会等でも御説明させていただいておりますが、新たに条例制定の準備をしているところ

でございます。 

 それから、７番、河村隆行議員のほうからは、林業振興対策についての御意見も再三再四、話

を伺っておりました。今回、その一環といたしまして、既に全協等で御説明をさせていただいて

おりますが、総務省の地域活性化企業人事業を活用いたしまして、現状では、仮称としておりま

すが、林業包括企業体の設立に向けた検討を行ってまいります。 

 それから、航空レーザー測量の件でございます。これにつきましても、リモートセンシングが

可能となるように、国への働きかけを一層強めていきたいというふうに考えております。 

 それから、８番、大庭議員のほうからは、集会施設のバリアフリー化についての御意見を伺っ

ておりました。検討いたしました結果、地区集会所、あるいは自治会館におけるバリアフリー化

を図るために、新たな助成制度を創設いたします。今回の制度運用によって、十分ではございま

せんが、さらなる自治会活動の活性化の一助にしていただきたいというふうに思っております。 

 ９番、藤升議員のほうからは、一般質問の中にもございましたが、難聴高齢者対策についての

御意見を伺っておりました。このことにつきましては、これまで高齢者介護予防・地域支え合い
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事業の各種事業の中でも進めておりましたが、さらにこの支援強化を図るために、難聴高齢者に

対する補聴器の購入助成事業を今回、創設をさせていただいたということでございます。 

 １０番、中田議員のほうからは、益田岩国道路についての御意見を伺っておりました。これに

つきましても、さらに関係市町との協議を重ねてまいりたいと思います。 

 それからもう一つ、下水道設置困難箇所の解消に向けたことについても御意見を伺っておりま

した。今回、助成事業等の制度化によりまして、改善を深めてまいりたい、進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 １１番の庭田議員のほうからは、太陽光発電事業と有機農業についての御意見を伺っておりま

した。太陽光発電につきましては、先ほど、６番議員のところで申し上げたとおりでございます。 

 それから、有機農業についてでございます。ああして昨年オーガニックビレッジ宣言をさせて

いただきましたが、これをさらに進化をさせていくということで、全協等で御説明をさせていた

だいておりますが、技術指導員の配置、それから研修制度の充実を図ってまいりたいと思います。 

 それからもう一つは、現在、学校給食で全量、有機米で対応しているところでございますが、

来年度は、年数回ということにはなろうかと思いますが、お米以外の野菜につきましても有機野

菜で賄うオーガニック給食の日というのを設けまして、これで学校給食をより進化させる形で、

有機についてのことを考えるようなものにしていきたいというふうに考えております。 

 以上申し上げました事柄につきまして、それぞれの内容の豊富化を図らせていただきました。

後ほど申し上げますので、今後のところで御確認をいただきたいと思います。 

 最後に３つ目は、今回定例会に執行部側から提案をいたします議題についてでございますが、

全部で５４件となります。この後、順次、上程させていただきますので、慎重審議のうえ、適切

な議決を賜わりますよう、お願い申し上げておきたいと思います。 

 それから、議会運営委員会でも報告をさせていただいているかと思いますが、最終日のところ

で追加提案の準備をさせていただいておりますので、このことにつきましても、申し添えておき

たいと思います。 

 前置きが少し長くなりましたが、続きまして、資料によって町長動静報告をさせていただきた

いと思います。今回、報告をさせていただきますのは、昨年の１２月定例会以降のところでござ

います。 

 １２月の定例会につきましては、６日に招集させていただきまして１５日までの会期でござい

ました。１０日土曜日でございます。しまね人権フェスティバルを益田のグラントワで島根県開

催させていただきまして、この席で益田市長、津和野町長、そして私、３人の首長が１日人権擁

護委員ということで委嘱を受けさせていただきました。 

 １４日でございます。吉賀町柿木の御出身であります日本画家の染谷香理様が来庁されまして、
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面会をさせていただくとともに、夕刻のところで囲む会を開催をさせていただきました。この日

を含めて数日間にわたりまして、町内の小中学校、それから一般の方を対象に日本画の教室を開

催をさせていただいたということでございます。 

 １６日は、岩国シンフォニアで行われました「追悼 澄川喜一展」のほうへ出かけております。 

 １８日は、吉賀高等学校を訪問させていただきまして、生徒の皆さんによります、ここにあり

ますように、全国高等学校文芸コンクールと伊藤園おーいお茶新俳句大賞の入選をされましたの

で、その報告を受けさせていただきました。 

 同日は益田の石見美術館で「追悼 澄川喜一展」のほうを観覧させていただきました。 

 １９日は、アンテナショップ２０周年記念に伴います抽選会を行っております。 

 次のページでございますが、この１９日から２８日にわたりまして数日間になりましたが、年

末の挨拶周りを町内外で行っております。 

 中ほど２５日でございます。鹿足郡養護老人ホーム組合の全員協議会と臨時会が行われました。 

 ２８日でございます。仕事納め式、それから２８、２９日で恒例の六日市、柿木地区によりま

す消防の年末警戒に出席いたしました。 

 次のページでございますが、大晦日３１日には、先ほど申し上げましたアンテナショップの

２０周年記念をして行いました、抽選会の商品の伝達をアンテナショップで行ったところでござ

います。 

 年が明けまして、１月４日は仕事始め式、そしてこの日から１３日までにかけまして、関係す

る機関団体への年頭の挨拶回りを行わせていただきました。 

 １月７日は、吉賀町の消防出初式を挙行いたしまして、翌８日は、岩国市の消防出初式に出席

をさせていただきました。 

 次のページでございます。１月１３日でございます。年頭の挨拶を兼ねまして、上京いたしま

して森英恵事務所を訪問し、御長男の森顯様、それから秘書の山崎様と面会をさせていただきま

した。 

 １５日には、島根県立大学、浜田に出向かせていただいて、山下理事長と新田副理事長と面会

をさせていただきました。 

 １７日は、益田地区保護司会の関係連絡協議会のほうへ出席をいたしました。 

 １８日は、恒例でございますが、島根県土木協会の主催によります国土交通省との意見交換会

等に出席をいたしました。 

 １月１９、２０日でございます。広島市で行われました在広島根県人会新年会と島根ふるさと

フェアのほうへ出席いたしました。 

 ２１日は、旧道面家住宅での文化財防火訓練であります。 
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 ２４日は、鹿足郡養護老人ホーム組合全員協議会と臨時会、２５日につきましては、都道府県

の町村会正副会長交流会がございましたので、上京いたしました。 

 ２６日の金曜日でございます。よしか病院の関係で広島大学の大学院医系科学研究科腎泌尿器

科の教授のほうへ訪問させていただいて、お礼等を申し上げたところでございます。 

 １月２８日、次のページの上になりますが、岩国市長選挙が執行されますので、その報告会に

出席いたしました。 

 ２９日におきましては、松江市で行われた土地改良事業団体連合会役員会、さらに宇部市のほ

うに向かいまして、よしか病院の関係で山口大学医学部附属病院のほうを訪問させていただきま

した。 

 下がっていただきまして、３１日には七日市小学校の総合的な学習で少しお話をさせていただ

きまして、その日の午後からは吉賀町の総合教育会議を開催をさせていただきました。 

 ２月に入りまして、２月１日は、よしか病院の運営に係る説明会、そして２日は、２月１３日

から１９日、吉賀町の職員１名でございますが、能登半島地震に派遣をいたしますことに伴いま

して、激励会を行いました。 

 それから夕刻は、林野関係の事業意見交換会で東京へ出かけたところでございました。 

 下がっていただきまして５日でございます。益田地区の事務組合の理事会、併せて今、建築中

であります消防本部の庁舎の建築状況の視察がありました。 

 ２月６日は、島根県町村会の中央要望活動ということで、会長の隠岐の島町長、副会長であり

ます飯南町の町長、さらに事務局の２名で特別交付税の要望活動を行わせていただくということ

でございました。大変、能登半島の地震の関係で特交は厳しい状況というのは重々承知はしてお

りましたが、そのことも踏まえて、どうにか昨年並みの財源、予算を確保していただきたいとい

うお願いで、地元出身の国会議員の先生と総務省のほうへ出かけたところでございます。 

 ２月７日は、岡山県総社で行われましたインフラメンテナンス市区町村長会議中国ブロック会

議の総会に出席させていただいて、吉賀町、津和野町、それから益田市等のインフラの状況につ

いて、私のほうから意見発表をさせていただいたところでございました。 

 ２月８日でございます。次のページになりますが、萩・石見空港利用拡大促進協議会の幹事市

町の首長会議、臨時に開催されまして、関係いたします浜田市、益田市、津和野町、吉賀町、阿

武町、萩市、それぞれ首長が参加をさせていただきました。 

 ２月９日は、松江市でありました後期高齢の広域連合議員協議会と議会定例会、その足で海田

町に向かいましてヨシワ工業のほうへ御挨拶に伺いました。 

 １１日は、御逝去されました衆議院議員の細田先生のお別れ会で松江に出かけております。 

 １３日は、益田広域事務組合の定例会、それからその日の夕刻からよしか病院との運営に係る
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住民説明会を２０日まで、町内５か所で開催をさせていただいたところでございます。 

 ２月１４日は、有機農業講演会を六日市基幹集落センターで開催をし、多くの方に御参加をい

ただきました。 

 ２月１５日は、町議会の臨時会と全員協議会でございます。 

 下がっていただきまして１７日、公明党島根県本部の政経懇話会と石見西地区郵便局長会の通

常総会等がありまして、浜田市、益田市のほうへ安永議長とともに出席をさせていただきました。 

 一番下、１９日につきましては、鹿足郡事務組合の定例会、それから次のページでございます

が、午後からは不燃物並びに養護老人ホーム組合の定例会をそれぞれ招集いたしました。 

 ２月２０日でございます。先ほど申し上げました能登半島の地震の関係で職員を派遣をしてお

りまして、１９日に帰庁をいたしましたので、その活動報告を受けたところでございます。 

 同日、アルソック山陰株式会社との災害時における避難所等の安全確保と運営支援に関する協

定締結式を行いました。今回、山陰両県の自治体といたしましては、初めてこのアルソック山陰

株式会社との締結をさせていただいたところでございます。 

 それから、２１日につきましては、島根県市町村農林水産業振興対策協議会総会ほかの会議で

松江に出かけております。 

 ２２日につきましては、よしか病院の関係で雲南市立病院、それから島根県庁の政策企画局の

ほうへ訪問させていただきました。午後からは竹島の日の記念式典に出席をいたしました。 

 ２３日には、石見神楽の広域連絡協議会の総会、２４日につきましては、アンテナショップで

行われました餅つきのイベントがございましたので、こちらのほう、お手伝いに出向いたところ

でございます。 

 ２６日は、町議会の臨時会と全員協議会でございます。 

 ２８日は、国保連の通常総会で松江でございます。 

 ２９日は、吉賀町カレンダーお披露目会とありますが、これ吉賀高校で開催させていただきま

したが、吉賀高校の生徒の皆さんが写真に収めたこの写真を活用して、来年度の吉賀町のカレン

ダーを作成いたしましたので、その発表会、お披露目会をさせていただいたところでございます。

職員の退任式もこの日はございました。 

 ３月に入りまして、１日は吉賀高校の卒業証書授与式、並びに病院、介護医療院の式典をさせ

ていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．令和６年度町長施政方針 

○議長（安永 友行君）  それでは、日程第５、令和６年度町長施政方針についての説明を求めま
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す。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、お届けをしております資料を読み上げまして、町長施政方針

並びに提案理由の説明とさせていただきたいと思います。 

 令和６年第１回吉賀町議会定例会の開会にあたり、諸議案の説明に先立ちまして、今後の町政

運営に臨む基本的な考え方の一端と施策の概要を申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解

と御協力を賜りたいと存じます。 

 はじめに、国内状況についてであります。まずは、新年早々に発生しました大参事について申

し上げておきたいと思います。 

 今年こそ平穏な年明けかと思った矢先でありましたが、能登半島地震や羽田空港における航空

機衝突事故が発生いたしました。このような大参事に遭遇された全ての皆様に対し、お見舞いを

申し上げますとともに、不運にも尊い命を落とされました皆様の御冥福をお祈り申し上げます。

このうえは、被災地の一日も早い復旧、復興と早期の事故原因の究明を望むところであります。 

 なお、能登半島地震における吉賀町としての支援についてでありますが、当面は、既に取り組

んでおります義援金募集と関係団体からの要請等に基づく現地への職員派遣について、可能な限

り、対処してまいりたいと思います。 

 また、ここ数年間、私たちの生活や経済に大変大きな打撃を与えてきた新型コロナウイルス感

染症は、昨年５月８日より法律上の位置づけが２類相当から季節性インフルエンザと同じ５類に

引き下げられました。しかしながら、完全収束したわけではなく、引き続き、今後の動きに注視

しながら、的確に対処していく必要があります。 

 こうした中、去る１月２６日、第２１３回通常国会が召集されました。しかし、１月２９日に

衆参予算委員会で「政治とカネ」の問題を巡り集中審議を行い、翌日の１月３０日に岸田文雄内

閣総理大臣が施政方針演説を行うという異例のスタートとなりました。その主な内容は次のよう

なものでありました。 

 まず、能登半島地震については、自らをトップとする復旧・復興支援本部を新設し、１兆円に

倍増した来年度予算案の予備費を使用して、切れ目なくできることは全て行うことを示されまし

た。経済再生については、物価高に負けない賃上げを確実に実現すると強調し、政府による公的

賃上げに医療、福祉や公共サービス分野で取り組むとしています。社会全体で大きな課題となっ

ている人口減少問題については、包摂的な社会の実現のために、児童手当拡充や保育士配置基準

の見直しを掲げ、関連法案成立に意欲を見せました。 

 さらに、地域活性化にもしっかり取り組むことを次のように明言しています。「地方創生なく

して日本の発展はありません。それぞれの地域においても絆の力を基礎に、新しい取り組みが始

まっています。観光や農業などの基幹産業の発展を支援し、そして安心して暮らせる地域を守り
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抜いていかなければなりません」この言葉を象徴するかのように、観光・農業、安全・安心、福

島復興などについての考え方を述べられています。 

 このほかにも政治刷新本部、外交・安全保障、憲法改正・皇位継承などについても触れられて

います。さらに、今回の施政方針の中で、「新たな力」という言葉を幾度も使われました。今、

国内では被災地にとどまらず、日本経済のいろいろな場面で、「新しい力」が動き出しています。 

 最初から世界で活躍を見据える志を持つ若者、地域の課題を新たな技術で解決する試み、国民

一人一人が持ち場でこつこつと地道に取り組んでいる現場、様々な場面で「新しい力」が生まれ

ています。この営みをつなぎ合わせ、デジタル、グリーン、官民連携、スタートアップなどの新

しい要素と組み合わせていけば、よりよい日本になることを確信するとも述べられています。 

 そのうえで、本年を国民の皆さんに成果を実感していただく年にするため、政治の総力を挙げ

て断固として取り組む決意を表明されました。 

 次に、島根県内の状況についてであります。 

 ２月１４日開会した第４８９回島根県議会定例会における島根県知事の施政方針並びに提案理

由説明の要旨は、次のようなものでありました。 

 まず、予算についてであります。来年度当初予算は、エネルギー価格・物価高騰対策と島根創

生の推進の両立を進めるとともに、健全な財政運営を図る予算として４,６１７億円の編成とな

っています。併せて国の施策や財政支援を踏まえて、国土強靭化対策も含めた３１５億円の本年

度補正予算も編成され、総額ベースで４,９３２億円となり、新型コロナウイルス感染症の５類

移行に伴い、前年度比３.９％、２０２億円減の予算規模となっております。 

 この予算案における柱は、１つ目として、エネルギー価格・物価高騰対策、２つ目として、人

口減少に打ち勝つための総合戦略の推進、３つ目として、生活を支えるサービスの充実、４つ目

として、安全安心な県土づくりであります。 

 また、予算に反映した施策についてであります。エネルギー価格・物価高騰対策については、

県内経済を守り、回復させる施策や県民生活の支援などであります。人口減少に打ち勝つための

総合戦略の推進については、基本目標である「活力ある産業をつくる」、「結婚・出産・子育て

の希望を叶える」、「地域を守り伸ばす」、「島根を創る人を増やす」に沿った施策であります。

生活を支えるサービスの充実については、保健・医療・介護の充実、支え合いによる地域共生の

社会づくり、教育の充実とスポーツ・文化芸術の振興などであります。安全安心な県土づくりに

ついては、土砂災害対策や道路防災対策、河川改修などの国土強靭化対策や能登半島地震を踏ま

えた対策の強化、地域生活交通などの生活基盤の確保や暮らしを取り巻く豊かな環境保全の推進

などであります。 

 今回の予算の着実な執行によって、傷んだ島根県内の経済や生活が確実に回復され、厳しい財
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政状況の中にあっても島根創生計画が遂行され、所期の目的が一日も早く達成される日が訪れる

ことを願っています。 

 国も島根県も将来にわたる状況を的確に見極め、大局的な施策を展開していくとともに、中山

間地域の実情に応じた現実的施策についても積極的に講じていただくことを切望するところです。

そのうえで、我々基礎的自治体においては、従来にも増した厳しい財政見込みの中で財政運営を

行い、適切な住民サービスを確保しつつ、地域振興と行政の効率化を講じていくべきであります。 

 いずれにしても、施策を効果的に展開していくのは、住民に最も近い存在となる基礎的自治体

であり、そのような観点からも地方に課される責任は一層重くなっていることをより強く意識し

なければなりません。 

 町政を取り巻く諸情勢についてであります。 

 昨年は、かねてからの懸案事項でありました地域医療や旧六日市医療技術専門学校の利活用、

新型コロナウイルス感染症対策などに奔走した１年でありました。 

 また、当町に御縁のある皆様が相次いで御逝去されました。名誉町民の澄川喜一先生、水彩画

家の伊藤博子先生、さらに、お母様が当町の御出身で厚生大臣など数々の政府の要職を歴任され

ました元衆議院議員の津島雄二先生であります。先生方は、常にふるさとのことを思い、いろい

ろな形で御支援頂いておりました。先生方が愛してやまなかったふるさと吉賀町をこれからも地

域の皆様と一緒に守っていきたいと思います。そして、これまでの御功績に対して、衷心より敬

意を表しますとともに、安らかなる御冥福をお祈りしたいと思います。 

 なお、町内の子どもたちや地域の皆様が各界で活躍され、嬉しいニュースをたくさん届けてい

ただいたことも申し添えておきたいと思います。 

 ところで、私も２期目の任期がスタートし、早いもので既に２年４か月が経過をしました。多

忙な日々の中にあって、改めてその責任の重大さを痛感しているところです。 

 現在、当町の課題は山積しておりますが、その中でも一番大きな事柄は、公設民営化で地域医

療を存続していくことでありました。このことについては、町民の皆様にこれまで大変な御心配

をおかけしておりましたが、島根県、包括連携協定を締結していただきました益田赤十字病院様

や津和野町の医療法人橘井堂様をはじめ、あらゆる関係機関の皆様の献身的なお力添えによりま

して、町が全額出資した医療法人カタクリ会が指定管理者となって、３月より公設民営化を実現

し、公立の「よしか病院」としてスタートしたところであります。 

 しかしながら、今後の運営に際しては、当面厳しい状況が続くものと思われます。引き続き、

町民の皆さんが住み慣れた地域で生涯を通じて健康で安心して暮らせる地域医療・介護体制の実

現に向けて頑張ってまいります。 

 このようなことも含め、私に与えられた使命であります「一体感の醸成」を果たして、「まち
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を一つに」し、「育ててよし！元気よし！住んでよし！」、この「三つのよし！の吉賀町」を目

指していきたいと思います。 

 その推進に当たっては、何と言っても財政基盤の安定が必須条件となります。これまで財政指

標こそ改善されてきましたが、地方財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況です。 

 当町では、総合戦略の推進により、これまで人口減少率は緩やかな状況にありました。しかし、

ここにきて減少率がやや加速しております。この状況を好転させていくとともに、多文化共生社

会の実現も図ってまいりたいと思います。 

 そして、まちづくりを行う上で、次のことにも配慮してまいりたいと思います。１点目は、コ

ロナ禍の取り組みの中で、私たちが学んだ「人権への配慮」です。お互いが置かれた立場を尊重

し、人を思いやることができる吉賀町でありたいと思います。地域全体で、人権について考え、

人権に配慮した行動をとっていただくことを訴え続けていきたいと思います。 

 ２点目は、「職場環境の充実」です。かつて私を含む全管理職員が、県内町村としては初めて、

仕事と豊かな私生活の両立を図るためイクボス宣言を行いました。この宣言によって、職員が育

児や介護のために時間を使うことを自然に進められる職場環境を目指す働き方改革にも引き続き

挑戦していきます。また、行政でのこのような取り組みが、今後、町内の様々な企業や団体にも

広がっていくことを大いに期待しております。 

 さらに、私といたしましては、様々な事案を踏まえ、これまで以上に町民の皆様との対話を重

視し、より多くの皆様の声に耳を傾けることで行政との信頼関係を再構築してまいりたいと思い

ます。そして、種々の事案に適切に対処しながら、安全安心のまちづくりと地域力の向上をさら

に推進してまいりたいと思います。そのことによって、町民の皆さんがこの町での生活のよさを

等しく実感していただけるよう、精いっぱい努めてまいりたいと思います。 

 それでは、第２次吉賀町まちづくり計画に沿って、来年度の主要施策について、以下のとおり

順次申し述べてまいります。 

 最初に、「快適で安全に暮らせるまちづくり」についてであります。 

 町内全域の情報通信網として整備しましたケーブルテレビ施設につきましては、吉賀町での基

本プラン加入数は約２,５００戸とほぼ横ばいの状況が続いています。近年は、インターネット

による動画配信など、より高速大容量な通信環境が求められてきており、通信機能の高機能化が

重要な課題となっています。 

 防災につきましては、小学校区単位で開催してまいりました総合防災訓練について、２巡目に

入ったところですが、これまで以上に地域と協働し実施してまいります。自主防災組織につきま

しては、本年度中に２つの地区で設立がありました。未設置の地区において前向きに検討してい

ただけるよう、情報提供等を行ってまいります。 
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 ハザードマップにつきましては、島根県により洪水浸水想定区域が見直されましたので、これ

を反映させたものを作成することとしています。 

 公共交通網の活性化及び再生を目指して、令和元年度に策定しました吉賀町地域公共交通網形

成計画につきましては、計画期間の最終年となりますが、期間延長を含む内容変更を行い、令和

７年度に吉賀町地域公共交通網形成計画に代わる吉賀町公共交通計画を策定する予定としてして

います。 

 昨年５月から開始している六日市地域循環線の実証運行につきましては、３月中に事前予約な

しで乗車ができるよう運行内容を改善しています。 

 道路環境の整備につきましては、町道など生活に身近な道路の安全安心を基本に進めてまいり

ます。特に、通学路においては、島根県、教育委員会、警察署、ＰＴＡ等と連携して安全点検を

実施し、国庫補助事業等を活用しながら危険箇所の改善に努めるとともに、冬期における交通の

安全確保のため、除雪作業に取り組みます。また、国道、県道の整備につきましては、引き続き

島根県へ要望していきます。 

 道路、河川の維持管理につきましては、道路安全パトロールや危険箇所の点検を実施し、日々

の住民生活に支障を及ぼすことがないよう機能の向上と維持管理に努めます。特に、橋梁の維持

管理においては、来年度において健全度４判定の橋梁の解消が完了することから、今後は３判定

の橋梁の解消とさらに健全度を高める取り組みを進めながら、ＰＣＢの国における処理期限が令

和８年度末であるため、残り２橋のＰＣＢ含有塗膜の処理を進めるとともに、道路のり面の落石

対策工事を進めていきます。 

 高規格道路等の地域幹線道路の整備につきましては、山陰道の早期完成に向け、管内市町と連

携し、取り組みを進めてまいります。また、一般国道９号の整備促進を図るため、益田管内１市

２町と山口市が連携し、一般国道９号益田市から山口市間の抜本的な防災対策を求めていくとと

もに、仮称「益田岩国道路」につきましても、引き続き、益田市、津和野町と意見調整を行いな

がら、岩国市や国道１８７号沿線関係者との意見交換を実施し、取り組みを進めてまいります。 

 危険箇所の対策につきましては、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定を受け、

関連する対策事業をハード、ソフト両面から講じていきます。特に砂防事業、治山事業等に関す

る整備は、島根県へ要望するとともに、連携して事業の推進を図ります。 

 空家対策につきましては、吉賀町空家等対策計画に基づく「空家化の予防」、「空家の適正管

理・利活用促進」、「管理不全の解消」といった３つの段階での対策、並びに令和５年１２月に

施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の方向性を踏まえ、主管

課を企画課へ移管したうえで、総合的に検討し取り組みを進めてまいります。 

 また、本年度は、老朽危険空家除去支援事業補助金を活用した例が１件ありました。補助条件
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の制約がありますが、制度周知を継続して行ってまいります。 

 消防につきましては、コロナ禍にあって制限を受けていた消防団の各種行事や訓練が、およそ

通常どおり実施できる状態となってまいりました。こうした通年の活動を通じて、消防団並びに

団員個々が有事の際、的確な活動ができるよう技術力の向上に努めてまいります。 

 また、本町に限らず全国的な問題となっているところでありますが、消防団員の減少という課

題につきましては、消防団をはじめその関係者と協力しながら団員の確保に努めてまいりたいと

思います。 

 水道事業につきましては、住民生活に必要不可欠なライフラインとして上水道事業の安定的か

つ持続的な経営を確保していくため、経営戦略に基づき令和９年度から予定している蔵木、六日

市地区での大規模な水道管更新工事に伴い、更新工事費用の捻出と水道事業の安定的な運営を図

るため、料金の値上げをお願いせざるを得ないとの判断に至りました。 

 また、下水道事業につきましても、今後必要となる更新需要に備えるとともに、健全とは言え

ない経営状況を改善し、運営と公平な負担を図るには、料金体系と水準の見直しをお願いせざる

を得ないとの判断に至りました。 

 このような状況により、両事業の料金審議会を２月に立ち上げ、今後も安全で安心、安定的か

つ持続的な経営を確保し、水道事業を継続していくために必要な料金のあり方を審議していくこ

ととしておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 下水道事業における集合処理区域外の地域においては、個人設置型合併処理浄化槽を推進して

まいります。また、来年度より、議会からもその必要性を求められておりました、いわゆる設置

困難箇所の解消に向けた取り組みといたしまして、個人を対象にした排水管路設置に関する助成

事業を制度化し進めてまいります。 

 併せて、広範囲にわたり放流箇所がない地域につきましても、御要望に応じ、直営での排水管

の設置を検討していき、設置困難箇所の解消に努めるとともに、既存の合併処理浄化槽設置補助

金と、浄化槽維持管理費補助金制度などの助成事業を複合的に進めながら、快適で住みやすい生

活環境の確保に努めてまいります。 

 町営住宅の整備につきましては、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃の住宅供給と、定

住の促進に向け整備を行っているところです。建設して４０年を超える住宅が多く現存している

ことから、令和３年度に策定した第３次吉賀町公営住宅等長寿命化計画により、旧耐震基準で耐

用年数を経過した物件から建て替えを実施しており、来年度は、柿木地区にあります柳原団地に

つきまして、令和７年度の建築に向けた実施設計業務を計画をしております。また、第３次吉賀

町公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存住宅の長寿命化にむけて七日市地区にあります新横立

団地につきまして、外壁改修工事を計画しております。引き続き、計画的に調査、修繕を実施し
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て適正な維持管理に取り組みます。 

 環境対策につきましては、令和２年１０月に、国は「２０５０年（令和３２年）温室効果ガス

排出実質ゼロ」を宣言し、令和１２年度の温室効果ガス排出量を平成２５年度比で４６％削減す

ることを目標に地球温暖化対策推進法の改正や地域脱炭素化に関する事業の推進などを実施して

います。 

 本町においても、国の方針に沿って地域特性を活かしたエネルギー対策を推進し、環境に負荷

の少ない循環型社会の構築を目指すため、このたび、吉賀町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）を策定しました。計画を着実に実行するためには、町民、事業者、行政が互いに連携、協力

し、それぞれの立場で地球温暖化対策に取り組む必要があります。目標の達成状況や施策の実施

状況を吉賀町環境保全協議会へ報告し、意見聴取を行うことで、地球温暖化対策に資する事業に

取り組むとともに、地域と調和のとれた再生可能エネルギーの普及導入、ごみの減量化及び廃プ

ラスチックの資源化、省エネの推進など、多岐にわたる課題の検討と解決に向けた取り組みを実

施していきます。 

 また、町内で計画される事業用太陽光発電については、これまで町独自のガイドラインにより、

事業者に対して各種手続きを求めていましたが、さらなる実行性の確保の観点から、このたび条

例制定を検討しております。新条例では、事業の禁止区域、同意・許可制度、勧告・公表の手続

き等を新たに導入することで、災害の防止並びに良好な自然環境、生活環境及び景観の保全を図

るとともに、地域と調和した太陽光発電事業を促進することを目指します。 

 本町と岩国市、周南市にまたがる区域で計画されている風力発電事業については、以前に事業

者から事業工程の見直しを行っていると報告を受けていますが、現在に至るまで進展がない状況

です。 

 本町としましては、再生可能エネルギーであっても、各種ガイドラインに準じて、地域住民の

生活環境、自然環境、生態系等に配慮された事業であることはもとより、住民説明会の開催等に

より合意形成に努めるよう事業者に求めていきます。 

 再生可能エネルギーの普及導入につきましては、世界規模での脱炭素の流れが進む中、より重

要な施策となっていきました。引き続き、太陽光発電システム、木質バイオマスストーブ、太陽

熱を利用した設備について推進するとともに、小水力発電の可能性について注視していきたいと

考えています。 

 地籍調査事業につきましては、国、県の予算確保が厳しい状況が続いておりますが、来年度は、

事業継続の田野原５地区と白谷９地区、立戸１地区を実施するほか、新規調査地区として立河内

１地区の調査を計画しており、引き続き、進捗率の向上を目指します。 

 本町の外国人住民人口は、おおむね２００人前後で安定しており、特定技能など、より長い在



- 21 - 

留期間が認められる在留資格を持つ外国人が増加傾向にあります。国籍や地域についても、ベト

ナム、中国が圧倒的に多いものの、フィリピン、ブラジルなどが増えており、使用する言語は多

種多様となりました。やさしい日本語や多言語表記、電話通訳、翻訳機などを活用し、伝わりや

すい情報発信に努めますが、吉賀町に暮らす生活者としての外国人が安心・安全に暮らすために

は、ますます日本語を使ったコミュニケーションの必要性が高まっていくものと思われます。 

 そうしたことから、本年度から日本語教室を設立するための取り組みを行っております。来年

度はいよいよ日本語教室の開催を予定しております。第一には、日本語能力の向上を目的としま

すが、併せて外国人住民と地元住民の交流の軸として位置づけております。引き続き、文化の多

様性や国際性を受け入れ、互いに尊重し合う多文化共生の実現のため、人権啓発に推進していき

ます。 

 吉賀町小水力発電（かきのきすいでんくん）につきましては、渇水時には発電量が減少するこ

ともありますが、売電収入の一部２,０００万円を、将来の子育て支援策に係る財源として、引

き続き一般会計へ繰り入れます。また、安定した稼働ができるよう、適正な維持管理にも努めて

まいります。一方、再生可能エネルギーへの関心と環境教育の推進の面からも、施設見学など、

情報発信の場としての取り組みを強化してまいります。 

 次に、「健康で安心して暮らせるまちづくり」についてであります。 

 安心して子どもを産み育てる環境づくりにつきましては、ここ数年は出生数が横ばいで推移し

ており、本年度は３０人の見込みです。従来から実施している子育て支援策は一定の成果を上げ

ていると評価しており、今後も安定的な出生数維持に向けて施策の充実等が必要と考えています。 

 そのため、来年度策定予定の第３期吉賀町子ども子育て支援事業計画に、子育て世代のニーズ

や有識者等の意見をしっかりと反映し、子育てしやすいまちづくりの実現を根気よく進めていく

考えです。そのための体制整備として、来年度から保健福祉課内に「吉賀町こども家庭センター」

を設置し、専門職の充実を図り、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、児童福祉と母子保

健の一体的支援を進めてまいります。 

 健康づくりにつきましては、コロナ禍での健康教室や相談事業等の工夫により、コロナ前の状

況に戻りつつあります。特定検診受診率は、５年続けて５４％を超えており、昨年度は県内第

１位の受診率となりました。このことは、町民の皆様の健康づくりに関する意識の向上が大きな

要因であると分析しており、この傾向が継続するよう、引き続き取り組みを強化してまいります。 

 また、令和４年度から、国民健康保険加入者等の大腸がん検診無料化を実施しており、引き続

き、その他のがん検診とともに早期発見、早期治療につながるよう、検診事業を推進してまいり

ます。 

 本年度は、第２次吉賀町いきいき２１健康づくり計画の中間見直しにあたり、吉賀町食育推進
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計画、母子保険計画、自死予防対策行動計画、データヘルス計画の４つの計画を統合し、ＰＤＣ

Ａサイクルによるしっかりとした検証評価を実施した上で、新たに第３次いきいき２１吉賀町健

康づくり計画を策定し、計画を推進しています。 

 引き続き、誰もが心豊かに安心して、生き生きと安全に暮らせる町を目指して、ライフステー

ジに沿った健康増進、生活習慣病予防、重症化防止及び介護予防に力を入れ、平均寿命や６５歳

時平均自立期間延伸を実現してまいります。 

 また、本年度より、長引くコロナ禍でのストレスや運動不足などが要因ともいわれる帯状疱疹

患者の増加傾向に対する対策として、任意接種である水痘ワクチン、帯状疱疹ワクチンの予防接

種に要する費用の一部を助成する制度を創設しました。来年度も引き続き実施し、住民の健康増

進の保持及び経済的負担軽減を図ってまいります。 

 令和２年からの新型コロナウイルス感染症による世界規模の混乱も様々な対策により、落ち着

く状況にあります。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、季節性

インフルエンザ等と同様の５類に位置付けられ、ワクチン接種も本年度末で一旦終了し、来年度

秋以降は６５歳以上の定期接種となります。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症はもとより、様々な感染症に対して、国の動向を注視しな

がら、引き続き感染防止対策や感染により療養が必要な方が安心して生活できるための支援を実

施してまいります。 

 吉賀町から医療の灯を消さないため、これまで病院の存続に向けて検討を重ねてまいりました

が、本年３月１日より、新たに「よしか病院」として開設することとなりました。 

 昭和５６年に開業され、以後４２年間、この地で医療提供を行ってこられた社会医療法人石州

会「六日市病院」につきましては、本年２月２９日をもって閉院となりました。長きにわたり、

町民の皆様に愛されてきた病院であり、「六日市病院」という名称が変わることについて、寂し

さもあります。これまで病院運営に携わっていただいた「社会医療法人石州会」谷浦理事長をは

じめ、関係者の皆様方に厚くお礼申し上げます。 

 吉賀町の病院の歴史は、「六日市病院」から「よしか病院」へバトンが渡されました。町とし

ましては、「六日市病院」の歴史を礎とし、町民の皆様が安心して受診できる環境を、圏域の医

療機関とも連携して整えてまいります。 

 また、「よしか病院」では、新たな介護保健施設である「よしか介護医療院」を併設しました。

長期にわたり療養が必要な要介護者に、長期療養のための医療と日常生活上の世話（介護）を一

体的に提供する施設となります。「よしか介護医療院」の併設により、圏域の施設との機能分化

が図られ、サービスの選択肢が増えるよう取り組んでまいります。 

 医師をはじめとする医療従事者等の確保につきましては、引き続き最重点課題の一つでありま
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す。医師については、県をはじめとする関係機関への要請を行うとともに、「よしか病院」の研

修体制の構築を行い、専門研修プログラムの連携施設となるよう取り組んでまいります。また、

資格免許取得に要する費用等の経済的負担の軽減と継続した人材の確保を目的に創設した奨学金、

修学金制度の活用促進についても進めてまいります。 

 地域福祉につきましては、引き続き、第３期吉賀町地域福祉計画、活動計画に基づき、一人一

人の不安や悩みに対する総合相談支援体制づくり、ボランティア活動の育成や充実、多様なニー

ズに対応するサービス基盤の整備など、住民の相互扶助による住みよい地域共生型社会の実現を

目指してまいります。 

 成年後見制度につきましては、吉賀町社会福祉協議会と連携し、一層の利用促進を図るため、

吉賀町成年後見センターを核として、広報、相談業務の実施、家庭裁判所に推薦するための受任

者調整、市民後見人や法人後見の担い手などの育成、後見人のバックアップ支援などの取り組み

を進めてまいります。 

 また、重層的支援や生活困窮者対策事業についても、吉賀町社会福祉協議会に委託し、地域住

民の複合化、複雑化した支援ニーズへの対応や、自立に向けた対策の充実強化を図ってまいりま

す。 

 障がい者福祉につきましては、先般の全員協議会で御説明した第４期吉賀町障がい者計画の基

本理念である「みんなが自立し、その人らしく生き生きと、安心して快適に共に暮らせるまちを

めざす」を実現するため、引き続き、吉賀町障がい者総合支援センター等を活用し、町内外の身

体・知的・精神に障がいのある方々が、就労継続支援や総合相談支援等に加え、ゆとりのある施

設空間を活用し、生活介護事業や日中一時支援事業等のサービスを総合的に利用でき、地域生活

支援拠点施設となるよう指定管理者であるＮＰＯ法人よしかの里等との連携強化を図ってまいり

ます。 

 また、本定例会において、新たに上程する「吉賀町手話言語条例」を制定し、手話に対する理

解及び手話文化の普及をもって、障がいの有無にかかわらず、全ての町民が基本的人権を有する

個人として尊重され、地域で支え合いながら、お互いの人格と個性を尊重し合うことができるま

ちの実現を目指してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、これまでの日常生活圏ニーズ調査の結果に基づき、住み慣れた自

宅や地域においての自立した生活が継続できるよう、吉賀町高齢者介護予防・地域支え合い事業

による各種事業を進めてまいりましたが、より支援を強化するため、難聴高齢者に対する補聴器

購入助成制度の新設や、買物支援サービス及び家族介護者支援事業の内容充実を図ることにより、

地域行事等への参加控えへの解消や、住み慣れた自宅での生活継続につなげ、高齢者の健康づく

りや介護・認知症予防を実現してまいります。 
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 国民健康保険事業につきましては、保険事業の取り組みでは、被保険者の皆様の御理解、御協

力により、特定健診受診率は、ここ数年、県内でも上位に位置しており、そのような点が評価さ

れ、国からの保険者努力に対するインセンティブ交付金も増加しています。この財源等を活用し、

来年度も引き続き、ＡＩを活用した特定健診個別勧奨や、特定健診自己負担額無料化、大腸がん

検診の無料化等を実施し、さらなる健診受診率向上及び疾病の早期発見、早期治療による医療費

抑制と健康増進につなげてまいります。 

 また、来年度実施予定の被保険者証廃止、令和７年度からの事務処理標準化、将来的な県内で

の保険税率統合など、国、県レベルでの国民健康保険を取り巻く様々な改正や見直しが見込まれ

ています。いずれにしましても、被保険者の利便性が向上するよう調整を進めてまいります。 

 後期高齢者医療保険事業につきましては、本年度より健康診査事業の対象者を拡充し、生活習

慣病等で服薬されている方も健康診査を受診いただけるよう実施体制を整えました。被保険者の

皆様に御理解、御協力をいただいた結果、受診率は島根県平均を上回る見込みです。今後も、島

根県後期高齢者医療広域連合との連携を図り、未受診者の方々へのアプローチを積極的に実施し、

受診率向上を目指してまいります。 

 また、この受診結果を活用し、被保険者の皆様の低栄養予防、介護予防等に寄与するよう、来

年度も引き続き「高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業」を実施し、医療費抑制、健康増進

に努めてまいります。 

 介護保険事業につきましては、先般の全員協議会で御説明しました第９期介護保険事業計画に

基づき、来年度から向こう３か年の第１号被保険者標準保険料を月額６,６５０円とし、保険料

率段階も現行の９段階から１３段階に変更する条例改正案を上程する考えであります。 

 この背景としましては、国における介護制度の見直しや、本年３月より開所しております「よ

しか介護医療院」でのサービス提供開始や、その他必要なサービス等の充実によるものでありま

す。 

 来年度も引き続き、介護給付費適正化を進め、従来から実施している介護予防事業の充実強化

に加え、ケアプラン点検の実施、在宅医療・介護連携等を図り、安定した介護保険事業の運営を

目指し、地域包括ケアシステムをより一層強化してまいります。 

 次に、「魅力と活力に満ちて暮らせるまちづくり」についてであります。 

 農業振興対策につきましては、国際情勢が不安定の中、食料の生産資材価格の上昇や気候変動

による食料生産の不安定化により、食をめぐる情勢はこれまでとは大きく変化しています。加え

て、農業従事者の高齢化、担い手の減少が進んでおり、持続可能な農業を実現させ、農業経営を

安定させる施策はますます重要となっています。 

 そのため、昨年度に策定した吉賀町農業振興ビジョンを、第２次吉賀町まちづくり計画の農業



- 25 - 

振興に係る部門計画と位置づけ、本町が目指す農業の将来像を実現するために、本年度実施して

いる事業を継続しながら、各種取り組みを進めてまいります。 

 主食用米については、全国的に需要が年々減少しており、令和５年産の需要量は、令和４年産

と比べ１０万トン少なく、２年連続で過去最低を更新しました。取引価格はいくらか回復傾向に

ありますが、資材費等の高騰により、米の生産コストはさらに増加し、生産者の経営を圧迫する

ことが懸念されます。そのため、水田活用直接支払い交付金等も活用しながら、引き続き、収益

性の高い水田園芸への転換の取り組みを進めてまいります。 

 水田園芸の取り組みについては、本年度に引き続き、農産物物流強化のために集出荷を行う事

業者に販売経費の一部を支援し、持続可能な流通体制を構築して、集出荷しやすい体制を目指し

ます。 

 国において策定された「みどりの食糧システム戦略」は、有機農業の取組面積の割合を２５％、

１００万ヘクタールに拡大することや、化学農薬の使用量５０％低減等の目標を掲げており、全

国的に環境負荷低減の取り組みが進んでいます。 

 本町においても、昨年４月に「オーガニックビレッジ宣言」をし、さらに取り組みの強化が図

られるよう、関連機関と連携体制を構築しながら進めてまいります。そのうちの一つとして、現

在、全量有機米として提供している学校給食について、オーガニック化をさらに拡大するため、

提供している農産物をできる限り有機野菜で賄う「オーガニック給食の日」を実施します。子ど

もたちの食をめぐる環境をより安心・安全なものにし、地産地消の推進にもつながるよう取り組

んでまいります。 

 さらに、オーガニックビレッジの実現に向けて有機農業が気軽に取り組めるよう、有機農業の

技術指導員の配置や研修制度の充実を図り、生産者の増加、取組面積の増加を図っていきます。 

 また、昨年創業２０周年を迎えたアンテナショップは、立地的にも旧津和野街道沿いにあり、

廿日市市との交流人口の拡大においても重要な施設であると捉えています。今後も、吉賀町の魅

力を伝える情報発信の基地として、また、農産物の流通拡大の中核として充実を図っていきます。 

 担い手の確保や今後の地域農業をどうするかといった課題につきましては、昨年法定化された

「地域計画」の策定を通して、公民館単位で担い手確保の取り組みを検討していきます。現在、

先行して七日市地区、朝倉地区で話し合いを進めていますが、順次ほかの地区においても話し合

いを進めていき、高齢などの理由により耕作できなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き

継がれるよう、１０年後の農地利用の将来図を作成したいと考えています。 

 広域的な取り組みや集落営農による取り組みを視野に入れ、農地保全の体制を構築します。こ

の体制構築を進めるため、日本型直接支払制度を活用した農業・農村の多面的機能の維持を図る

取り組みへの支援も引き続き実施してまいります。 
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 また、これまで同様、国や県の事業を最大限活用しながら、新規就農の相談から定着までの支

援を行い、自営、雇用、半農半Ｘ等、多様な形態による就農者の育成確保、認定農業者等への支

援により、担い手の経営強化に取り組みます。 

 農業基盤整備事業は、県営により取り組みを進めます。具体的には、農業競争力強化基盤整備

事業で、真田地区の圃場整備事業、県営農地中間管理機構関連農地整備事業で、吉原・坂折地区

の事業を推進するとともに、新たに抜月地区を対象に加え、事業化に向けて取り組みを進めなが

ら、島根県と連携した新たな要望箇所の事業化等に取り組みます。 

 鳥獣被害対策につきましては、豚熱の影響からイノシシの被害が減少していますが、農産物の

被害が今後拡大していく懸念もあるため、狩猟クラブや関係機関と連携し、対応してまいります。 

 また、サルの被害に加え、シカの目撃も増えており、今後は林業被害防止対策も強化していく

必要があります。さらに、ツキノワグマの錯誤捕獲や里山付近での目撃も依然としてあり、引き

続き、動物用ＧＰＳ発信機や暗視カメラなどを活用した生息行動調査を強化してまいります。 

 そのほか、人や個人が実施する鳥獣の被害防止対策に対する助成も引き続き行ってまいります。 

 「つなぐ棚田遺産」に認定されている大井谷の棚田につきましては、一昨年の豪雨により展望

公園につながる遊歩道が被災しましたが、災害復旧工事は本年度で終了する見込みです。引き続

き、棚田の有する多面的な機能に対する一層の理解の促進を図るためにも、今後も地域と一緒に

なって積極的な維持・保全に向けて取り組みを行ってまいります。 

 林業振興対策につきましては、森林の有する地球温暖化防止や災害防止などの公益的機能を維

持・増進するために創設された森林環境税の課税が来年度から開始されます。本町としても、森

林整備をはじめとする必要な施策の推進につながる方策として、森林環境譲与税を活用した事業

を引き続き進めてまいります。 

 令和３年度から始めた地域おこし協力体制度を活用した森師研修制度につきましては、来年度

も引き続き採用を予定しており、林業就業者の育成と確保を図り、貴重な森林資源の有効活用を

推進してまいります。また、製材から加工、販売までの６次産業化を実現するため、素材生産・

作業道開設にとどまらず、多角的な事業展開を検討し、民間企業と連携しながら、この地域に見

合った事業体や林業経営を目指します。 

 そのため、総務省の地域活性化企業人事業を活用し、令和７年度中に、（仮称）林業包括企業

体の設立ができるよう、来年度中に様々な角度から検討してまいります。併せて、航空レーザー

測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備を、令和７年

度から導入できるよう、国へ申請手続きを行ってまいります。 

 林業専用道の整備につきましては、県営で整備する幸地立河内線について、全体計画６,８６０メー

ターのうち、測量設計を終えた５１０メーターが工事発注されており、さらに来年度２７０メー
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ター分工事着手を予定していると伺っています。 

 また、団体営（町）で整備する林業専用道幸地立河内支線につきましては、本年度１７０メー

ターを発注し、来年度も２５０メーター工事発注を計画しています。引き続き、事業完成に向け、

地元関係者、島根県と協議しながら進めてまいります。 

 また、昨年度から林業施業の推進、効率化はもとより、山地災害の防止機能及び維持管理性の

向上を図るため、林道舗装事業にも取り組んでいます。 

 来年度は麦山線２００メーター、滑峠線１,０００メーター、事業費約１億２,０００万円で、

事業期間は令和７年度までの計画としています。 

 商工振興対策につきましては、小規模事業者等への支援、起業・創業者への支援、住宅改修支

援事業補助等を本年度に引き続き行ってまいります。その他、プレミアム商品券発行事業につき

ましても、来年度３,５００セット分の助成を行います。 

 また、昨年度より独自の支援策として始めた移動販売事業に係る経費の一部を支援する取り組

みにつきましても、引き続き行ってまいります。 

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが５類に移行し、経済活動の回復の兆しが見られま

すが、長引く物価高騰の影響が町内事業者の経営に大きな影響を及ぼしています。これまで、物

価高騰等対策経営継続支援金など必要に応じて経済対策支援策を行ってきましたが、引き続き、

関係機関と連絡を密にし、町内における経済状況を注視してまいりたいと思います。 

 町内企業における労働者の確保は、重要な課題となっています。吉賀町人材確保定着推進協議

会や益田鹿足雇用推進協議会が中心となり、採用活動の支援、学校と連携したインターンシップ

や企業ガイダンスなどを実施し、課題解決に向けて取り組んでいきます。 

 従業員の住居の確保につきましては、六日市医療サービス株式会社様から譲渡を受けた集合住

宅を活用し、企業のニーズに即した対応を進めてまいります。民間賃貸住宅建設補助金を民間賃

貸住宅整備補助金として対象等を拡充し、民間資金を活用した賃貸住宅等の建設の促進を図りま

す。 

 特定地域づくり事業につきましても、引き続きニーズについて調査を行ってまいります。 

 観光振興につきましては、道の駅などの利用者が回復してきており、今年度から従来通りのス

タイルでイベントも再開されています。 

 株式会社モンベルとの連携及び情報発信、マツダスタジアムで開催される「わが町魅力発信隊」

イベント並びにサンフレッチェ広島の「推しまち」、「ふるさと島根フェア」などへの参加、き

ん祭みん祭農業文化祭をはじめとした町内イベントを開催していきたいと考えています。 

 また、廿日市市、津和野町、吉賀町で構成される津和野街道交流協議会につきましては、昨年

６月に調印式を行いました。来年度は、廿日市市からのツアーが企画されていると聞いており、
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吉賀町の魅力を感じてもらい、伝えていただくことで、今まで以上の山陽での吉賀町の知名度ア

ップに期待しているところです。 

 町の魅力を広く情報発信し、知名度向上を図ること等を目的として、吉賀町ふるさと応援大使

を３名の方に委嘱しており、引き続き情報発信を行っていただきながら、町や地域団体と連携し

た地域のスポーツ、文化イベントの実施等を行います。 

 関東圏との重要な窓口である萩・石見空港の利用促進策として、空港利用の際の乗り合いタク

シーを、萩・石見空港利用拡大促進協議会とともに、来年度から実施できるよう準備を進めてい

るところです。 

 健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・ら及び老人福祉センターはとの湯荘につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用客数の低迷から回復してきております。

今後もアフターコロナに向けて、交流人口の中心となる施設として期待するところです。 

 また、両施設とも今年度、指定管理者の選定を行いました。指定管理者の変更はありませんが、

来年度から新しい指定管理期間となります。 

 次に、「人と歴史を大切にして暮らせるまちづくり」についてであります。 

 教育の振興につきましては、令和４年３月に策定された第２期吉賀町教育振興計画に則り、

「ふるさとでの学びや体験をもとにした、明日の吉賀町を支える人材の育成」を基本理念に進め

てまいります。 

 まず、教育環境の整備と充実に向けての人的措置（人員配置）であります。 

 小学校では、単式学級・複式学級を繰り返す学年は指導が難しくなること、また、特別支援学

級で多学年・複数児童が在籍する場合も同じく指導が困難になるため、非助勤講師の配置を計画

します。さらに、児童生徒の生活上及び学習上の困難を改善・克服するための支援を行う特別支

援教育支援員を各小中学校に配置し、学校における教育環境を整えてまいります。 

 その一方、学校内外で課題を抱える児童生徒については、その子どもたちを取り巻く環境への

働きかけを行うスクールソーシャルワーカーを複数配置し、関係機関とも連携を図りながら課題

解決に向けて取り組んでまいります。 

 次に、「確かな学力育成」に向けての物的措置（設備・備品・教材）についてであります。 

 教育の情報化に向けたＩＣＴ機器については、老朽化した電子黒板の更新を引き続き進めるこ

ととし、国による学習者用デジタル教科書の供給に合わせて教師用デジタル指導書も充実させ、

子どもたちがより分かりやすい、先生方がより指導しやすい環境整備に努めてまいります。 

 また、学校図書の活用については、今後も充実を図り、デジタルだけでない紙、冊子の良さも

味わってもらいながら、子どもたちの「豊かな心の育成」にも貢献してまいりたいと思います。 

 吉賀町児童生徒の学力につきましては、昨年４月の全国学力・学習状況調査、１２月の県学力
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調査、町学力調査において、近年成果が着実に現れております。今後も学校の先生方の働き方改

革を進めるとともに、しっかりと応援しながら小中学校の教育振興を図ってまいります。 

 学校の応援という面においては、さらにコミュニティスクールの導入に取り組みます。このコ

ミュニティスクールとは、小中学校に学校運営協議会を設置し、学校と地域が学校運営や子ども

たちに育みたい力を共に考え実践し、「地域とともにある学校」づくりを目指すものです。令和

７年度からのモデル校指定に向けて様々な検討を進めるとともに、保護者・地域の皆様に御理解、

御協力が得られるよう努めてまいります。 

 また、第２期として取り組みを進めておりますサクラマスプロジェクト事業につきましては、

引き続き学校と家庭、地域が連携し、世代を超えた多様な学びを通した人材育成を推進してまい

ります。改めて、町組織である「サクラマスプロジェクト推進協議会」と公民館単位で設置され

ている「サクラマスプロジェクト地域会議」が情報共有を行い、その連携を深め、推進体制を強

化し、足並みをそろえてまいります。 

 また、先ほどのコミュニティスクールにある「地域とともにある学校」づくりを目指すために

は、当プロジェクトの考え方は欠かせません。そのためにも、各地域それぞれで特色ある教育活

動を展開し、さらなる気運醸成にも努めてまいります。 

 学校の部活動については、全国において少子化に伴う部員数の減少や指導者確保の難しさ、地

域移行など、学校だけでは解決できない課題が顕著となっており、そのあり方についての議論が

各地で様々進められております。 

 本町においても、来年度に吉賀町部活動検討委員会を設置し、部活動の地域移行及び部活動数

の適正化等に関して、今後のあり方並びに課題について協議、検討を進めてまいることとしてお

ります。 

 吉賀高等学校の支援につきましては、「小さな学校で大きな夢を」の実現につながる取り組み

を引き続き進めてまいります。生徒の受け入れ施設であるサクラマス交流センターや交流研修セ

ンターの運営をはじめ、各種支援事業を継続してまいります。 

 読書活動の推進につきましては、町立図書館及び移動図書館車の活用や取り組みの充実、学校

図書館における司書研修や蔵書の充実など、子どもたちをはじめ、町民の皆様が豊かな表現、信

頼性の高い情報源である書籍の良さに触れる機会の創出に向けて取り組みを進めてまいります。 

 人権教育につきましては、人権教育研究推進事業の指定校として、柿木小学校が指定されてい

ます。島根県をはじめ、関係機関と連携を図りながら取り組みを進め、その成果の還元を目指し

ます。また、本年度、吉賀町人権施策推進基本方針の第２次改定を進めてまいります。今後は、

この基本方針に則り、施策を進めてまいります。 

 社会体育につきましては、まず、令和１２年、２０３０年に開催される「島根かみあり国ス
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ポ・全スポ」についてであります。来年度には、中央競技団体による視察が予定されていますの

で、サッカー競技の開催地となる益田市、浜田市や島根県サッカー協会などと連携を図りながら

準備を進めてまいります。 

 「第１９回よしか・夢・花・マラソン大会」につきましては、４月２８日、日曜日に開催いた

します。今大会からハーフマラソンの部を廃止し、２キロ、５キロ、１０キロの部のみの開催と

します。当初の開催目的であった町民の健康増進へ原点回帰し、順位を競うのではなく、完走を

目指し、誰でも楽しく参加できる大会にしたいと思います。多くの皆様の参加を期待していると

ころです。 

 施設整備につきましては、各施設の関係機関等と協議、相談の上で進めてまいります。吉賀町

スポーツ公園については、安全対策の観点から、老朽化した野球場照明設備の撤去を行うととも

に、テニスコート照明設備に係る電力供給方法の変更などの設備改善を図るための改修を実施し

ます。 

 また、大野原運動交流広場のグラウンド防球ネット等の改修や、グラウンドゴルフ場の池の環

境改善を図るための改修を実施することといたします。 

 文化財保護につきましては、引き続き保護活動を進めるとともに、文化財審議委員会と連携を

図りながら、利活用を進めてまいります。看板設置が困難なものについては、デジタルでの説明、

案内が出るよう検討してまいります。 

 また、文化振興については、森英恵氏、澄川喜一氏をはじめとする郷土出身の方々との御縁を

生かしながら、芸術活動を推進してまいります。澄川喜一氏の追悼展を、御縁のある芸術文化施

設、島根県芸術文化センター「グラントワ」や、山口県民文化ホールいわくに「シンフォニア岩

国」とともに開催させていただきました。これらの芸術文化施設との連携も継続してまいります。 

 開催年となるＵＢＥビエンナーレは、既に実物制作作品は決定されており、作品の設置がされ

た後の開会となります。その中の１作品に、吉賀町賞を提供していくこととしたいと考えており

ます。 

 また、前回、吉賀町賞を受賞された佐野耕平氏の「ｉｎ Ｗａｖａ ～Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ～」

については、同氏から町への寄贈の申出がありました。早い時期に皆様に見ていただけるよう、

設置場所などの検討・決定を進めてまいります。 

 ゼロ予算事業として掲げた「ランチミーティング」につきましては継続いたします。このゼロ

予算事業は、アイデア次第では、行政施策の幅を大きく広げることができるということを意図し

たものでありますので、今後もこうした着想をもちつつ、施策を展開してまいります。 

 次に、「協働と交流でいきいきと暮らすまちづくり」についてであります。 

 公民館を拠点とした地域づくりの推進につきましては、「自立した人たちによる持続可能な地
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域」の実現に向け、人員体制強化を図ってまいりました。特に公民館主事においては、より資質

の高い専門人材へと成長し、活躍を期待できるように、今後も研修内容を充実してまいります。 

 こうした新たな体制の下、コロナ禍で自粛しがちであった住民同士のつながりの再生を促進し、

引き続き「学び」を通した「人づくり・地域づくり」の視点に立ち、各公民館を拠点とした社会

教育と自治振興機能の強化に努めてまいります。 

 また、公民館はもとより、行政内部や島根県、社会福祉協議会など、関係機関との連携を図り、

地域における住民が主体となった地域づくりへとつながるよう取り組みを進めてまいります。 

 蔵木公民館については、地域で協議しながら進められている旧蔵木中学校施設利活用検討委員

会の御意見等を踏まえて、当該施設の機能移転を含め、地域にとってより効果的な利活用ができ

るよう、施設改修に向けて準備を進めてまいります。 

 自治会活動につきましては、感染症拡大からの再開のきっかけを失ってしまった地域や人口減

少が進む地域などにおいて、活動の停滞が見受けられ、このままでは自治機能が形をなさなくな

る懸念もあります。 

 今後は、小学校区単位や公民館区単位での活動が主となっていくことを想定しながら、交付金

制度の算定等について提案していきます。 

 集会所、自治会館のバリアフリー化については、実施振興交付金を活用して手すりやスロープ

の設置といった改修を実施していただいておりましたが、来年度からバリアフリーに対する助成

制度を新設しました。施設の管理者であり、利用者である地域の皆さんが、建設的対話を十分に

積み重ねながら環境の整備に取り組んでいただき、より一層、自治会活動の活性化につなげてい

ただきたいと考えています。 

 昨年４月より地域再生推進法人「一般社団法人高津川てらす」へ無償貸与した旧六日市医療技

術専門学校、現「高津川てらす」では、自分ごと会議の開催やトレーニングジムが開設されるな

ど、多様な人々が集う交流拠点として活用され始めています。これらに加え、民間企業等との

サービスと連携することで、官民共創による「新しい公共」が活動する場になることが期待され

ます。 

 また、今年度において調査し報告がある「まちの駅構想」について、さらなる具体化を官民連

携により促進していきたいと考えています。今後も、この法人と連携しながら、第２期吉賀町総

合戦略などに示す事業に取り組んでいきたいと考えています。 

 昨年度、第３次吉賀町男女共同参画計画を策定しました。本計画の策定にあたっては、多様な

立場や年代の方々から様々な御意見を頂きました。いまだ社会に残る男女格差に挑むことは、人

権と多様性を尊重する町づくりには欠かせません。本計画が町に関わる全ての人に愛され、着実

に実行されるよう取り組んでまいります。 
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 本計画の目標達成のためにも、推進体制の連携・強化を図り、町に関わる全ての人の「えが

お・しあわせ・生きやすさ」を目指します。 

 町政座談会については、より自由に意見を述べやすい環境づくりを大きな目的として、各公民

館単位で開催される、吉賀町社会福祉協議会による地域支え合い会議に、私以下、管理職を中心

に参加し、意見交換を行っています。従来の形より、町民の生の声を聞ける良い機会となったと

思われる一方で、町政座談会の開催方法についての声が届くようになったことから、従来の町政

座談会形式とは異なる手法での開催を検討していきたいと考えています。 

 最後に、「行財政対策」についてであります。 

 町税などの徴収対策につきましては、納付期限内に納付している町民の皆さんに不公平感が生

じないように、徹底した滞納整理を実施します。 

 徴収については、徴収担当職員及び各債権担当者の連携による徴収対策に努めます。課税時点

から各担当者間での情報共有を密にし、滞納者に対しては早期から文書による督促催告、実態調

査及び訪問による納付交渉を行い、滞納発生の抑制と速やかな解決を図ります。 

 また、調査の結果やむを得ないと認める場合は、分納など柔軟な対応を行う一方、資力がある

にも関わらず履行のない悪質滞納者については、差押等強制執行により、積極的な滞納処分を行

い、滞納金額の縮減に取り組んでまいります。 

 その他、調査や滞納処分に関わる専門職員についても、適任者を広く募るなど、滞納の解消に

結びつく有効な対策について、債権共同徴収対策委員会で協議し、内部研修及び県や他自治体と

の共同研修への参加といった担当者のスキルアップを図る取り組みを行うなど、全庁一丸となっ

て対応を進めてまいります。 

 職員の人材育成につきましては、吉賀町人材育成基本方針で定める、「自らが主体となって行

動する職員」の育成に努めてまいります。この基本方針については、策定から１５年以上経過し

ておりますので、見直しに着手いたします。 

 人事及び組織機構につきましては、職員の定年引上げ制度の導入を踏まえつつ、令和７年度を

最終年とする第４次吉賀町定員適正化計画の見直しに着手いたします。また、益田地区広域市町

村圏事務組合に、引き続き、職員１名を派遣します。 

 行財政改革につきましては、第４次行政改革計画・財政健全化計画に基づき、行財政改革推進

本部を中心に、７つの委員会を推進主体として取り組みを進めてまいりましたが、来年度が最終

年度になることから、次期計画の策定に着手いたします。この際、先ほど申し上げた人材育成方

針や定員適正化計画の見直しとも関連させ、策定作業を進めてまいります。 

 財政運営につきましては、第２次吉賀町まちづくり計画や第２期吉賀町総合戦略、さらには公

共施設等総合管理計画等の各種計画との整合を図るとともに、病院の公設民営化をはじめとする
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新たな行政課題の影響にも適切に対処しながら、財政健全化計画の基本方針である「自立し、持

続可能で、透明な財政運営」の確立を目指します。 

 ふるさと納税につきましては、令和３年が３９７件、１,１３９万円、令和４年が３６５件、

７４５万円、令和５年が４９４件、８４５万９,０００円となりました。前年度を上回ったもの

の、一昨年の額には届かない結果となりました。 

 こうした状況ではありますが、来年度の目標を本年度と同額の１,３００万円と定め、取り組

みを進めてまいりたいと思います。 

 企業版ふるさと納税につきましては、引き続き「高津川てらす」を活用した取り組みに資する

べく進めてまいります。 

 以上が「第２次吉賀町まちづくり計画」に基づいた主要施策の概要であります。 

 次に、「地方創生対策」について申し上げます。 

 昨年度から、第２期吉賀町総合戦略に基づく事業に取り組んでいます。 

 ２０６０年（令和４２年）の吉賀町の人口目標を４,４００人とし、「５０年後の子どもたち

が笑顔で暮らせる社会の創造に挑戦します」を基本理念に、４項目の基本目標を掲げています。 

 この目標値を達成することは容易ではありませんが、人口問題を克服するかどうかの重大な分

岐点に来ていると捉えています。なお、地方創生アドバイザーの吉長成恭先生からの御指導、御

助言をいただきながら、官民連携をはじめとした地方創生対策を進めてまいります。 

 総合戦略の基本目標ごとの来年度予算措置額としては、「暮らしの基盤となるしごとをつくる」

事業に対して２億４,４００万円、「暮らしの場として多くの人に選ばれる」事業に対して１億

９００万円、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」事業に対して４,７００万円、「誰もが

住みやすいまちをつくる」事業に対して３億３,３００万円、総額で７億３,３００万円の予算を

確保いたしました。 

 それでは、令和６年度当初予算案の概要について申し述べます。 

 令和６年度当初予算の編成にあたっては、まちづくり計画や総合戦略に基づく重点事業を推進

するとともに、行政改革計画・財政健全化計画に基づき、持続可能で安定的な財政基盤の構築に

努めました。また、地域医療確保、存続のため、単独財源となる補助金について、本年度に引き

続き５％の削減目標を立て、総額で１,０８７万１,０００円を地域福祉基金に積み立てました。

特別職の給与につきましても同様に、給与の特例に関する条例を制定し、その減額分について地

域福祉基金に積み立てを行うことといたしました。 

 その結果、令和６年度一般会計におきましては、本年度当初予算費で２.２％増の７７億

８,４００万円の予算規模となりました。また、５本の特別会計と上下水道事業会計、病院事業

会計の総額は３７億８,７００万円となり、一般会計、特別会計、上下水道事業会計、病院事業
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会計を合わせた予算総額は１１５億７,１００万円となったところであります。 

 提出議案についてであります。 

 今定例会に上程しますのは、報告事項が１件、議案につきましては、指定管理者の指定に係る

案件が２件、契約の変更・締結に係る案件が３件、条例の制定・一部改正に係る案件が２２件、

一般会計、特別会計及び上下水道事業会計、病院事業会計に係る補正予算と当初予算が１４件の

合計４１議案と同意案件１２件であります。 

 それぞれの議案の概要につきまして、上程の段階で各担当管理職員から詳細説明をさせますの

で、御理解いただくとともに慎重なる御審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、令和６年第１回吉賀町議会定例会の開会にあたっての施政方針並びに提案理由の説明と

させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、町長よりの施政方針の説明は終わりました。 

 ここで１０分間休憩します。 

午前10時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時51分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．発議第１号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、発議第１号訪問介護基本報酬の引下げを撤回し引上げを求め

る意見書（案）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  それでは、ただいま議題となりました発議につきまして、これは

タブレットの令和６年第１回定例会の議事日程、報告、一般質問の中に発議第１号としてありま

すので、よろしくお願いいたします。 

 では読み上げて、提案をさせていただきたいと思います。 

 発議第１号、吉賀町議会議長安永友行様、提出者、吉賀町議会議員藤升正夫。 

 訪問介護基本報酬の引下げを撤回し引上げを求める意見書（案）。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

 理由として、中山間地域の訪問介護は、移動に多くの時間を要することに配慮しない報酬の引

下げは、事業者の経営を圧迫し、人材の確保に困難をもたらし、必要な介護サービスの提供がで

きなくなるためであります。 
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 本文のほうに入らせていただきます。 

 訪問介護基本報酬の引下げを撤回し引上げを求める意見書（案）。 

 岸田首相は、第２１３回国会における施政方針演説において、「医療や福祉分野の幅広い現場

で働く人々に対して、物価高に負けない『賃上げ』を確実に実現してまいります」と述べていま

す。東京商工リサーチの２０２３年「老人福祉・介護事業の倒産、休廃業・解散調査」によると、

２０２３年の老人福祉・介護事業の倒産は、前年の１４３件に次ぐ過去２番目の高水準となって

おり、このうちの訪問介護事業は６７件と、前年の５０件から急増しています。この要因をヘル

パー不足や高齢化、燃料費の高騰などが影響したとしています。総務省が発表した消費者物価指

数の前年同月比の推移は、２０２１年マイナス０.２％、２０２２年２.３％、２０２３年

３.１％と、前期の報酬改定から５.２ポイント上昇しています。 

 ところが、来年度の介護報酬は全体で１.５９％増、訪問介護は身体介護も生活援助も２～

３％の減額となっています。厚労省の介護事業経営実態調査では、訪問介護の収支差率（利益率）

が７.８％となり、全介護サービス平均を上回ったことを引下げの主な根拠としていますが、地

域を１軒ずつ回る従来型の事業所の収支差率は６.７％、サ高住、サービス付高齢者賃貸住宅を

指しますが──など集合住宅に併設される事業所は９.９％と大きな開きがあるだけでなく、煩

雑な実態調査そのものへの回答が難しい零細事業者の情報が反映しにくい側面もあります。 

 昨年９月の当町議会が意見書で、人手不足を感じている事業所の割合が、介護職員６４.４％、

訪問介護員８０.６％と、ほとんどの事業所で職員不足を感じていることを示しました。平均給

与の低い職種であることから、他産業への移動もあります。政府並びに国会におかれましては、

介護を支える事業者と職員を確保するため、下記の対策を実現されるよう強く求めます。 

 記。 

 １、介護職員と他職種の賃金バランスが崩れない基本報酬増額で、職員の処遇改善を図り、物

価高で苦しむ利用者・被保険者の負担増につながらない国庫負担で増額分を賄うこと。 

 ２、訪問介護における報酬については、実態に合うよう併設型と従来型をそれぞれ別の分類と

すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 提出先といたしまして、衆参両院の議長と内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣

としておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより提出者への質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。 
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 ここでお諮りをします。本件については所管の総務常任委員会に付託し、会期中の審査とする

ことにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、本件については所管の総務常任委員会に付託し、会期

中の審査とすることに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．報告第１号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、報告第１号放棄した私債権の報告についての報告を求めます。

岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、報告第１号放棄した私債権の報告についてであります。 

 吉賀町私債権の管理に関する条例（平成２２年吉賀町条例第２２号）第１３条第１項の規定に

より、別紙のとおり町の私債権を放棄したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 別紙として、私債権放棄調書をつけております。詳細につきましては、所管いたします建設水

道課長が御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、報告第１号放棄した私債権の報告について、詳細説

明をさせていただきます。 

 議案の次のページをお開きいただきたいと思います。紙ベースのもの、それからタブレットで

も次のページに載せておりますので、御覧いただきたいと思います。私債権放棄調書でございま

す。これをもちまして、説明させていただきます。 

 まず債権名でございますけれども、水道料金でございます。担当課は建設水道課でございます。

該当事由といたしましては、該当いたします条例は吉賀町私債権の管理に関する条例ということ

でございますけれども、第１３条第１項第５号ということでございます。 

 内容といたしましては、徴収停止の措置後、相当の期間を経過後においても、債権者が無資力、

またはこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないというものでございます。放棄の年月日と

いたしましては、令和６年２月２７日でございます。債権者別といたしましての件数は２６件、

２６名というふうにお考えいただいたらいいかと思います。金額といたしましては８３万

９４２円でございます。 

 この条例でございますけれども、停止をして相当の期間というふうに位置づけておるものでご

ざいまして、これにつきましては、該当条例が第１０条に基づき徴収停止に至りました理由別件

数について、御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 
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 まず１号停止というものでございまして、これは何かと申しますと、法人債権者が事業休止を

いたしまして、事業再開の見込みが全くなく、かつ差押可能財産の価値が強制執行の費用を超え

ないというものでございます。件数といたしましては、４件ございました。全て法人でございま

す。放棄の金額といたしましては、６１万５,７６６円、これ合計でございます。１件当たり一

番大きな金額はどのぐらいかと申しますと、６０万４,７５６円でございます。登記が閉鎖をさ

れまして、実態がなくなってしまうということで、物理的に徴収が不可能であるということでご

ざいます。 

 続きまして、２号停止でございます。これはどういったことかと申しますと、債権者が所在不

明で、かつ差押可能財産の価値が強制執行の費用を超えないとき、その他これに類するもという

ことでございまして、件数といたしましては６件、全て個人でございます。放棄の金額は合計い

たしまして１６万１,２５２円、そのうち最大のものは４万９６８円でございます。これはどう

いったことに該当と言いましょうか、考えられるかと申しますと、転入のときに転入手続きをさ

れていないと申しましょうか、そういった状況で転出されても、その後が追えないという方、所

在が不明になってしまった方というふうにお考えいただけたらいいかと思います。 

 続きまして、３号停止でございます。これはどういったものかと申しますと、債権額が少額で、

取り立てに要する経費に満たないときということでございまして、件数にいたしましては、非常

に多いですけども１６件、２６件中の１６件がこれに当たります。うち法人が２名ということに

なっております。放棄の金額といたしましては、合計いたしまして５万３,９２４円、１件の最

大の額は９,９４７円という状況でございます。訪問徴収をいたしますけれども、旅費等の経費

が出ない、少額の場合で今回は町外者が８人、それから住民票がなくて探せないものが７人、そ

れからその他といたしまして１件、合わせまして１６件ということでございます。 

 ３号停止の場合は、目安といたしましては１万円以下ということを、こちらでは決めていると

いう状況でございます。料金の今後の考え方につきましても、審議会等を開催させていただき、

今後考えていけなければならないというときでございます。しかしながら、こういったことにな

ってしまったということは大変申し訳なく思っているところでございますが、職員も一生懸命徴

収等には頑張っておりまして、徴収率も上がっているというところでございます。どうか御理解

を賜りたいと思います。 

 以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の報告が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 
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 本件については報告ですので、報告をもって終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１１号 

日程第９．議案第１２号 

○議長（安永 友行君）  日程第８、議案第１１号吉賀町地区集会所の指定管理者の指定について

と日程第９、議案第１２号吉賀町自治会館の指定管理者の指定についてを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第１１号、１２号につきまして、一括で上程をさせてい

ただきます。 

 まず、議案第１１号吉賀町地区集会所の指定管理者の指定についてであります。 

 吉賀町地区集会所の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、別紙のとおりであります。 

 ２、指定管理者となる団体の名称も、別紙のとおりであります。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までであります。 

 続きまして、議案第１２号吉賀町自治会館の指定管理者の指定についてであります。 

 吉賀町自治会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、別紙のとおりであります。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、これも別紙のとおりであります。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までであります。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第１１号吉賀町地区集会所の指定管理者の指定につ

いてと、議案第１２号吉賀町自治会館の指定管理者の指定について、説明を申し上げます。 

 この２つの議案につきましては、先般２月２６日の全員協議会において説明しております。そ

の際の説明内容と重複するところではございますけれども、地区集会所、それから自治会館とも

に地域との結びつきが強く、住民団体による管理が適している施設というところで判断させてい

ただきまして、非公募とし、これまで地元と調整を進めてきたものでございます。 
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 それぞれの議案の別紙記載のとおり、主には自治会ということになろうかと思いますけれども、

指定管理者を指定させていただきたいというものでございます。 

 以上、議案第１１号並びに議案第１２号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑

を許します。質疑はありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  全員協議会のときも質問させていただきましたが、５年前の更新

のときに質問を、議会でもいろいろ批判があったということで、そのときは、５年後には改めて

自治会館の指定管理料については検討するというような答弁があったと思うんですが、そこで議

会としても反対者が多かったんですが、検討ということで承認をしたということがあるんですが、

このたび５年たったわけですが、どのような検討をされたのか、具体的に、議会から批判があっ

たにもかかわらず、自治会館の指定管理料をまた５年間認めるという上程をされたということは、

どのような検討されたのか、具体的にお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、自治会館の指定管理料ということで、具体的な検討をど

うしたのかということですけれども、繰り返しになりますけれども、自治会館というのが、柿木

村の公民館ということで昭和２６年に設置をされて、５つの分館が設置をされております。基本

的には、分館長、小学校長が兼務をして、施設についても学校の用途ということに使っていたと

いうこともあります。 

 その制度の見直しを行っている中で、昭和４２年に再編をしまして、合併前、柿木村の組織と

なって、分館については小学校施設の老朽化及び統廃合に伴い、昭和５８年から平成２年にかけ

てへき地保育所を併用した新たな施設、今の自治会館です──を建設し、分館には分館長、副分

館長、主事を非常勤特別職として配置して、活動していました。 

 令和元年には、生涯学習の推進、子どもたちの健全育成、住民参加の公民館活動、集落計画の

推進、社会体育の推進などを掲げた、これからの社会教育の進行方策を取りまとめ、教育委員会、

公民館により住民自治の向上を目指した集落計画づくりの推進を行う等、合併前の柿木村は、公

民館と分館が社会教育と住民自治を推進するための核を担ってきました。 

 合併後の平成１９年は、自治組織というのを再編しまして、町内が統一した自治組織になりま

した。これに併せて、社会教育に基づく施設、分館といったところから、より幅広く地域活動が

行われる施設、自治会館ということで名称と目的を変更しているというところです。 

 前回、５年前のところの資料を私も確認をさせていただきまして、その際、集会所との費用の

均衡といったようなところがあったかと思います。そこの部分については、この５年間の間に集
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会所の負担軽減としまして、土地代を自治振興奨励金の中で見ていくということ、あとは浄化層

が負担になっているということもありましたので、浄化層も自治振興奨励金の中で見ていくとい

うような改正を行っております。そういったようなところから、集会所と自治会館のある程度の

負担の均衡といったようなところは取れているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  設立の趣旨はよく分かります。もう合併前も合併後も、それはも

う全然批判するものではありません。であれば、集会所の目的と言いましょうか、自治会館とど

う違うのか、全く同じなのか、そこについてお聞きします。同じであれば、集会所のほうにも指

定管理料と言いましょうか、幾らかの運営費用は出すべきと思うんですが、集会所と自治会館と

は、どのような目的と言いましょうか、今先ほど課長説明されましたが、それに対して全く批判

するものではありませんが、その差についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  また繰り返しになりますけれども、地区集会所、こちらの設立の経

過ですけれども、昭和５４年頃、旧六日市町で言うとその頃から建設をされているというような

ところがあります。基本的には、地域の住民の方の要望に基づいて、建設する土地については地

元から提供していただき、そこの土地に町が建設を進めるというような方針で行ってきたところ

です。これは長らく変わらず、最近の集会所においても同様の方向でやっております。基本的な

ところは、住民からの要望に基づいた建設ということで、地区集会所のほうが成り立っていると

いう流れです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  つまり、設立の意思はほとんど変わらないんです。全く変わらな

いというよりも、全く一緒なんです。住民の希望とか、土地代のこともありましたが、自治会館

も集会所も、住民自治と言いましょうか、設立の目的、使用方法と言いましょうか、まったく同

じなんです。どこも差がありません。そこはもう私が質問するまでもなく同じなんですが、なぜ

質問をしたかと言いますと、同じ設立目的で、同じように住民からの希望もあって、こういう集

会所、自治会館は本当に必要なものであります。 

 ところが、指定管理料が出る、出ないというのは随分大きな差なんです。同じような目的で、

同じような活動内容と言いましょうか、住民からの希望でありますが、それがなぜそうなるか。

恐らく、私は合併前からの踏襲をしていると思うんです。合併して１８年たっています。確かに

柿木の皆さんは、地区の皆さんは今までもらえていたものが合併したためにもらえなくなったと



- 41 - 

いうことは、当然それは不条理と思われます。 

 であれば、新しく作った、合併後、旧六日市地区にあります集会所にも同じように指定管理料

たるものを、当然助成すべきだと思うんです。これは何の不思議がありますか。町民の皆さんも

そう思っています。しかも５年も経過しているわけです。前回は渋々というと表現はあれですが、

議会の反発もしたわけです。でも５年後に検討するということなんで了解したわけですが。これ

は、本当に旧六日市町民からしてみたら、非常に不条理です。この間、私は不平等という、大変

ちょっと失礼な言葉を使いましたが、これは本当に是正をすべき。 

 やはり合併前から、柿木の自治会館に補塡をしているのであれば、合併後はどちらかをやめる

か、同じにするか、当然すべきなんです。そういうのは真剣に考えていますか。１２日が採決で

すから、まだ期間はありますが、当然、六日市地区も野中みたいに１世帯が１年間２,０００円

も負担して、それが６００世帯ぐらいですか、それで運営しているわけです。そういう大きい集

会所もあるんです。自治会館以上に大きい集会所もあります。 

 ぜひ、ここは続けるのであれば、旧六日市地区の集会所にも指定管理料たるものを、全額とは

いいませんが、検討すべきと思いますが、課長、いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  今の段階においては、指定管理料のあり方自体は整理がついている

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  １２日が採決ということで、またそこで議論させていただきます

が、ちょっと今整理がついているっていうの、ちょっとよく分からないんですけど、どういうこ

とでしょうか。すみ分けがついているってことですか。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  この５年間の間で、集会所と自治会館の費用負担に関しては均衡を

図ったというところで、整理がついているということです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第８、議案第１１号吉賀町地区集会所の

指定管理者の指定についてと、日程第９、議案第１２号吉賀町自治会館の指定管理者の指定につ

いての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１０．議案第１３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１０、議案第１３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第１３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補

正予算（第２号）であります。 

 総則、第１条、令和５年度吉賀町の下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 収益的収入及び支出、第２条、令和５年度吉賀町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入。 

 第１款下水道事業収益２億６,１８７万９,０００円から１０１万６,０００円を減じまして、

２億６,０８６万３,０００円。 

 第１項営業収益５,１２６万８,０００円、これは増減ございません。 

 第２項営業外収益２億１,０６１万１,０００円、それから１０１万６,０００円を減じまして、

２億９５９万５,０００円。 

 第３項特別収益につきましては、増減ありません。 

 支出でございます。 

 第１款下水道事業費用２億６,２４７万７,０００円から１６１万４,０００円を減額し、２億

６,０８６万３,０００円。 

 第１項営業費用２億３,８０７万６,０００円から１６１万４,０００円を減額しまして、２億

３,６４６万２,０００円であります。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１,１８０万

３,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１００万２,０００円、過年度

分損益勘定留保資金１,７８１万２,０００円、当年度分損益勘定留保資金９,２９８万

９,０００円で補塡するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

９,２３２万５,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２万２,０００円、

過年度分損益勘定留保資金１,７８１万２,０００円、当年度分損益勘定留保資金７,４１９万

１,０００円で補塡するものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 収入でございます。 

 第１款資本的収入７,３５０万円に１,９４７万８,０００円を追加し、９,２９７万
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８,０００円。 

 第２項他会計出資金５,８００万円に１,２００万円を追加し、７,０００万円。 

 第５項他会計補助金、新たに７４７万８,０００円を追加いたします。 

 他会計からの補助金、第４条、予算第９条に定めた他会計からの補助金を次のとおり補正する。

他会計からの補助金１億３,９４９万８,０００円に７２３万４,０００円を追加し、１億

４,６７３万２,０００円であります。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします建設水道課長が御説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長からの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第１３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補正

予算（第２号）について、詳細説明をさせていただきます。 

 ページを進んでいただきますと、説明書がございます。説明書をずっと進んでいただきまして、

５ページ、タブレットで見ていただきますと、５ページですけども、横にしていただくと５ペー

ジが両開きで２ページ分見られますので、そのほうが見やすいかと思います。 

 まず５ページの収益的収入及び支出、いわゆる３条予算の説明をさせていただきます。まず今

回の補正に至りました大まかな考え方について、御説明をさせていただきたいと思います。まず

１つ目といたしましては、１２月の定例議会のところで補正予算を提出させていただきました。

その中で大きなものが資本費平準化債を再計算した結果、減額になったということで、１,６４０万

円の減額ということでございました。そのときにおきましては、会計を内部留保資金等で充てる

ことによって、会計の均衡を保ったわけでございますけれども、それでは下水道会計も大変でご

ざいますので、一般会計から繰入れをしていただいたというのが１つ目でございます。 

 ２つ目といたしましては、固定資産の台帳を整備しておるところでございまして、そこでまた

調整が必要になってきたということにつきまして、その部分を修正させていただくという内容が、

２番目でございます。 

 ３番目といたしましては、維持工事等々をやっていくところでポンプ、マンホールポンプの中

のポンプでございますけれども、それらの取り替え、それからマンホールポンプを動かしており

ます水位計等の修繕、そういったものが出てまいりまして、そういったものに対する除却等、取

り替えたりいたしますので、除却等の内容で出てまいります。そういったことの内容、この３つ

が主なものでございます。 

 それでは、順次説明をさせていただきたいと思います。 

 まず収益的収入及び支出の、収入のほうからでございます。下水道事業収益の営業外収益、目
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の２他会計補助金でございます。２４万４,０００円の減額です。これは全体を見回した部分に

おきまして、この他会計補助金分については２４万４,０００円の減額になったという調整の結

果でございます。 

 その下でございます。目の５長期前受金戻入でございます。 

 右のページを見ていただきまして、国庫補助金戻入でございます。８２万７,０００円の減額

ということになっております。この部分につきましては、除却等によりまして、それぞれ金額が

計上されているわけでございますけれども、先ほど申しました固定資産の修正に伴うものが大き

いものがございまして、結果的には８２万７,０００円の減額ということになったわけでござい

ます。 

 この国庫補助金の戻入というものにつきましては、減価償却と同じように補助金が事業すると

きに入ってまいります。その部分を減価償却費と同じように率で計算をして、収益にしていく、

１回でボンと入れるのではなくて、それぞれ収入も分けて入れていく。減価償却は分けて減価償

却していく。その同じものでございまして、戻入についてはその逆、収益化していくというもの

でございます。 

 その下の県補助金の戻入でございます。５万５,０００円の計上です。これにつきましては、

除却等によりまして計上されてきたものということで、御理解をいただきたいということでござ

います。 

 それから支出でございます。下水道事業費用でございまして、営業費用、目の５減価償却費で

ございます。補正の金額が１８６万６,０００円の減額ということでございます。この部分につ

きましては、先ほど申しましたポンプの取り替え、それから水位計の取り替え等々によりまして

発生をした部分が１８６万６,０００円のうち、その下機械及び装置減価償却費４万７,０００円

の減額ということでございます。大きなものが建物減価償却費ということでございまして、

１８１万９,０００円減額しております。これは先ほども申しましたとおりに、固定資産台帳の

整理の結果の修正ということでございます。 

 それからその下の目の６資産減耗費でございます。２５万２,０００円の計上でございます。

これにつきましては、やはり減価償却をしております、その残存価格を計上したものということ

でございます。２５万２,０００円の計上です。 

 それからページを進んでいただきまして、６ページでございます。 

 資本的収入及び支出の部分でございます。資本的収入２項の出資金、目の１他会計出資金でご

ざいます。１,２００万円の計上です。この部分につきましてが、資本費平準化債部分で減額を

された部分の補塡部分というところに当たるところでございます。 

 その下の他会計補助金でございます。７４７万８,０００円の計上でございます。この部分に
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つきましては、元々はその上の他会計出資金のほうに計上しておりましたけれども、趣旨的に考

えて、他会計補助金のほうが考え方に合っているということで、こちらのほうへ振り替えるとい

うような意味でございます。 

 これは何の金額かと申しますと、土壌脱臭床の更新工事を行ったものでございます。これは初

見・新田地区でございます。土壌脱臭症と言いますのは、処理をしますと匂いが出ます。その匂

いを土壌の中に通して脱臭をしていこうという、そういう大まかなものでございますけれども、

そういう考え方で作られたものでございまして、それの更新工事を実施した、それにかかります

部分の金額ということでございます。 

 以上、詳細説明に代えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第１０、議案第１３号令和５年度吉賀町

下水道事業会計補正予算（第２号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１１、議案第１４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第１４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）であります。 

 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,８７４万６,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億９,０２９万３,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 「第１表歳入歳出予算補正」の歳入であります。 

 款６県支出金、項１県負担金補助金５億６,２９４万２,０００円に４,８７４万６,０００円を

追加し、６億１,１６８万８,０００円であります。これに伴います歳入合計は７億４,１５４万

７,０００円に４,８７４万６,０００円を追加し、７億９,０２９万３,０００円となるものであ

ります。 
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 続きまして、歳出であります。 

 款２保険給付費、項１療養諸費４億６,９６６万３,０００円に３,５１７万円を追加し、５億

４８３万３,０００円、２高額療養費７,３９０万３,０００円に１,３５７万６,０００円を追加

し、８,７４７万９,０００円であります。これに伴います歳出合計であります。７億４,１５４万

７,０００円に４,８７４万６,０００円を追加し、７億９,０２９万３,０００円となるものであ

ります。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長から御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第１４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）について、詳細説明を行います。 

 予算書７ページを御覧ください。歳出についてです。 

 ２款保険給付費、目１一般被保険者療養給付費。右に行っていただきまして、００３一般被保

険者療養給付費についてでございます。こちらにつきましては、医療給付費の増加分といたしま

して３,４８１万５,０００円。それから、療養費の増加分として、３５万５,０００円の合計金

額、補正額３,５１７万円の計上でございます。 

 その下でございます。 

 ２款保険給付費、目１一般被保険者高額療養費。右に行っていただきまして、００３一般被保

険者高額療養費でございます。補正額１,３５７万６,０００円の計上でございます。先ほど、療

養給付費で御説明をいたしましたが、医療費等の増額によりまして、高額療養費も増額している

ことから計上したものでございます。 

 以上の歳出に伴う歳入についてでございます。 

 予算書６ページを御覧ください。歳入についてでございます。 

 ６款県支出金、目１保険給付費等交付金。右側に行っていただきまして、節１普通交付金。補

正額４,８７４万６,０００円の計上でございます。こちらにつきましては、歳出で御説明をいた

しました医療給付費、療養費、高額療養費分の合計金額で、県からの交付金でございます。 

 以上、議案第１４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、

詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑

を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第１１、議案第１４号令和５年度吉賀町国民
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健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１２、議案第１５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特

別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第１５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６０万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６,６６４万１,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、「第１表歳入歳出予算補正」の歳入であります。 

 款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料７,１８５万３,０００円に１５７万

４,０００円を追加し、７,３４２万７,０００円。 

 ４繰入金利子、一般会計繰入金１億７,４４０万７,０００円に２９万円を追加し、１億

７,４６９万７,０００円。 

 ６諸収入、５雑入１,６１８万５,０００円に１７４万１,０００円を追加し、１,７９２万

６,０００円、これに伴います歳入合計であります２億６,３０３万６,０００円に３６５万

５,０００円を追加し、２億６,６６４万１,０００円となるものであります。 

 続きまして、歳出であります。 

 款１総務費、項１総務管理費４０３万６,０００円に１３３万１,０００円を追加し、５３６万

７,０００円。 

 ２後期高齢者医療広域連合納付金、１後期高齢者医療広域連合納付金２億５,８５５万

９,０００円に１８６万４,０００円を追加し、２億６,０４２万３,０００円。 

 ４予備費、１予備費４１万１,０００円に４１万円を追加し、８２万１,０００円。これに伴い

ます歳出合計は２億６,３０３万６,０００円に３６０万５,０００円を追加し、２億６,６６４万

１,０００円となるものであります。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げま
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すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第１５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第３号）について、詳細説明を行います。 

 予算書の７ページをお開きください。歳出についてでございます。 

 １款総務費、目１一般管理費、右側に行っていただきまして、００３健康診査事業費、手数料

補正額７,０００円と検診委託料１３２万４,０００円を計上しております。こちらにつきまして

は、当初見込んでおりました検診人数より多い人数の方が受診をしていただいたということでご

ざいまして、予算額を上回ったことから計上しております。 

 その下の２款後期高齢者医療広域連合納付金、目１後期高齢者医療広域連合納付金、右側に行

っていただきまして、００３後期高齢者医療広域連合負担金、補正額１８６万４,０００円を計

上しております。こちらにつきましては、特別徴収、それから普通徴収保険料、保険基盤安定負

担金が確定したことによる計上となります。 

 予備費につきましては、歳入歳出の調整額といたしまして、補正額４１万円を計上しておりま

す。 

 こちらの歳出に伴う歳入についてでございます。予算書６ページを御覧ください。 

 １款後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保険料、補正額９２万３,０００円、その下の目

１普通徴収保険料補正額６５万１,０００円、その下の４款繰入金、目２保健基盤安定繰入金、

補正額２９万円につきましては、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金のところで御説明したと

おり、金額が確定したことによる計上となります。 

 その下の６款諸収入、目５雑入、健康診査受託事業収入でございます。１７４万１,０００円

の計上でございます。こちらにつきましては、歳出の健康診査事業費と予備費の合計金額となり、

広域連合のほうから入る事業費についてでございます。 

 以上、議案第１５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）の

詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第１２、議案第１５号令和５年度吉賀町後期

高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１６号 
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○議長（安永 友行君）  日程第１３、議案第１６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第１６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）であります。 

 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６１万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７,６６６万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 「第１表歳入歳出予算補正」の歳入であります。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金１億１,５１５万４,０００円に８０万円を追加し、１億

１,５９５万４,０００円。 

 ７繰入金、１他会計繰入金２億１,３２９万３,０００円に１８１万３,０００円を追加し、

２億１,５１０万６,０００円。 

 これに伴います歳入合計であります。１１億７,４０４万７,０００円に２６１万３,０００円

を追加し、１１億７,６６６万円であります。 

 歳出であります。 

 款１総務費、項１総務管理費５,０５７万８,０００円に２６１万３,０００円を追加し、

５,３１９万１,０００円であります。これに伴います歳出合計は１１億７,４０４万７,０００円

に２６１万３,０００円を追加し、１１億７,６６６万円となるものであります。 

 事項別明細書以降につきましては、所管をいたします保健福祉課長が御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第１６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）について、詳細説明を行います。 

 予算書の７ページを御覧ください。歳出についてでございます。 

 １款総務費、目１一般管理費、右側に行っていただきまして、００２一般管理事務費、補正額

２６１万３,０００円の計上でございます。こちらにつきましては、電算システム開発負担金で

ございまして、令和６年４月以降の介護保険制度改正の対応にかかる負担金でございます。 

 以上の歳出に伴う歳入についてでございます。 
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 予算書６ページを御覧ください。 

 ３款国庫支出金、目４介護保険事業費補助金、右側に行っていただきまして、介護保険事業費

補助金、補正額８０万円、その下の事務費繰入金、補正額１８１万３,０００円につきましては、

歳出で御説明いたしました電算システム開発負担金にかかる国からの補助金と一般会計からの繰

入金でございます。 

 以上、議案第１６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の詳細説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑

を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第１３、議案第１６号令和５年度吉賀町介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）の質疑は保留しておきます。 

 ここで昼休み休憩とします。休憩します。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時01分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１７号 

○議長（安永 友行君）  日程第１４、議案第１７号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第

１０号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第１７号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第１０号）

であります。 

 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９,２８１万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億４,７４８万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第３表繰越明許費」による。 

 債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の補正は、「第４表債務負担行為補正」による。 
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 地方債の補正、第４条、地方債の補正は、「第５表地方債補正」による。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 第１表は、歳入歳出予算補正の、まず歳入であります。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金３００万８,０００円から６４万２,０００円を減額し、

２３６万６,０００円。 

 ５株式等譲渡所得割交付金、１株式等譲渡所得割交付金１５６万７,０００円に１０４万

２,０００円を追加し、２６０万９,０００円。 

 ７地方消費税交付金、１地方消費税交付金１億５,３１４万１,０００円から７９３万

３,０００円を減額し、１億４,５２０万８,０００円。 

 ８環境性能割交付金、１環境性能割交付金２８７万円に１１１万円を追加し、３９８万円。 

 １０地方交付税、１地方交付税３７億３,４００万９,０００円から１４０万８,０００円を減

額し、３７億３,２６０万１,０００円。 

 １２分担金及び負担金、１分担金１,５６１万３,０００円から４４８万７,０００円を減額し、

１,１１２万６,０００円。 

 １４国庫支出金、１国庫負担金４億１,０９８万６,０００円から３４０万３,０００円を減額

し、４億７５８万３,０００円。２国庫補助金５億７,５３２万８,０００円に２,３７０万

７,０００円を追加し、５億９,９０３万５,０００円。 

 １５県支出金、１県負担金２億５８４万６,０００円から６００万２,０００円を減額し、１億

９,９８４万４,０００円。２県補助金３億４,７８４万９,０００円から２,８２０万２,０００円

を減額し、３億１,９６４万７,０００円。３委託金２,９１４万７,０００円に９８万

５,０００円を追加し、３,０１３万２,０００円。 

 １７寄附金、１寄附金１,５２１万円に１０万円を追加し、１,５３１万円。 

 １８繰入金、２基金繰入金６億４,１２１万３,０００円から２,９３８万２,０００円を減額し、

６億１,１８３万１,０００円。 

 ２０諸収入、５雑入４,７８９万５,０００円に３４０万円を追加し、５,１２９万５,０００円。 

 ２１町債、１町債１０億９,５３９万８,０００円から４,１７０万円を減額し、１０億

５,３６９万８,０００円。 

 これに伴います歳入合計であります８３億４,０２９万５,０００円から９,２８１万

５,０００円を減額し、８２億４,７４８万円となるものであります。 

 続きまして、歳出であります。 

 款２総務費、項１総務管理費１０億１,９２８万６,０００円に７３８万６,０００円を追加し、

１０億２,６６７万２,０００円。３戸籍住民基本台帳費２,１４３万５,０００円から５９万円を
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減額し、２,０８４万５,０００円。４選挙費１,０９１万円から９０万円を減額し、１,００１万

円。６監査委員費１６９万９,０００円に５万５,０００円を追加し、１７５万４,０００円。 

 ３民生費、１社会福祉費１３億３,５４５万円から１４１万４,０００円を減額し、１３億

３,４０３万６,０００円。２児童福祉費５億４,３２９万２,０００円から９０２万円を減額し、

５億３,４２７万２,０００円。 

 ４衛生費、１保健衛生費７億２,８３３万４,０００円から３,９６４万円を減額し、６億

８,８６９万４,０００円。２清掃費１億８,１２２万９,０００円に１１３万２,０００円を追加

し、１億８,２３６万１,０００円。 

 ５労働費、１労働諸費４５８万４,０００円から１４０万円を減額し、３１８万４,０００円。 

 ６農林水産業費、１農業費５億１,００８万２,０００円から３,９４８万円を減額し、４億

７,０６０万２,０００円。 

 ２林業費３億２,０１７万５,０００円から１,５２０万１,０００円を減額し、３億４９７万

４,０００円。 

 ７商工費、１商工費２億３,４２０万１,０００円から３２６万円を減額し、２億３,０９４万

１,０００円。 

 ８土木費、１土木管理費２億７,５８６万５,０００円に１,００５万８,０００円を追加し、

２億８,５９２万３,０００円。２道路橋梁費３億４,２８０万円に６,０００万円を追加し、４億

２８０万円。５住宅費２億２,１８３万７,０００円から３,５７０万円を減額し、１億

８,６１３万７,０００円。 

 ９消防費、１消防費５億６,６２１万円から１９６万９,０００円を減額し、５億６,４２４万

１,０００円。 

 １０教育費、１教育総務費２億７,８１３万６,０００円から７２万７,０００円を減額し、

２億７,７４０万９,０００円。２小学校費１億４８１万１,０００円から８５６万５,０００円を

減額し、９,６２４万６,０００円。３中学校費５,０４８万３,０００円から８７６万

３,０００円を減額し、４,１７２万円。４、社会教育費１億９,８４５万５,０００円から

２４４万円を減額し、１億９,６０１万５,０００円。５保健体育費６,２４８万８,０００円から

２３７万７,０００円を減額し、６,０１１万１,０００円。 

 １２公債費、１公債費８億９,６１５万６,０００円、これは増減なく変更ございません。 

 歳出合計でございます８３億４,０２９万５,０００円から９,２８１万５,０００円を減額し、

８２億４,７４８万円となるものであります。 

 第３表は繰越明許費であります。 

 ２総務費、１総務管理費、一般事務事業費で７２万６,０００円、基幹系システム運営管理費
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１,１５８万９,０００円、６農林水産業費、１農業費、農村地域防災減災事業費２,９９１万

８,０００円、林業費、林道新設改良補助事業費１億４,７９９万５,０００円、８土木費、２道

路橋梁費、道路新設改良単独事業費で２,２１０万１,０００円、続きまして、道路新設改良補助

事業費２,１３７万７,０００円、橋梁新設改良補助事業費で１億８,７６９万３,０００円であり

ます。１０教育費、５保健体育費、保健体育施設費で２２万円であります。 

 続きまして、第４表は債務負担行為であります。 

 吉賀町自治会館管理運営事業費で令和６年度から１０年度までで４６４万２,０００円、吉賀

町公園施設管理運営事業費、令和６年度から１０年度までで３,９９６万５,０００円、吉賀町森

林活用環境施設管理運営事業費で令和６年度から１０年度までで８６２万４,０００円、吉賀町

交流施設管理運営事業費で令和６年度から１０年度までで３,８６０万円、吉賀町健康増進交流

促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・ら管理運営事業費で令和６年度から令和１０年度まで２億

３,５４０万円、吉賀町老人福祉センター運営事業費で令和６年度から１０年度までで４,４３５万

円、吉賀町福祉センター管理運営事業費、令和６年度から１０年度まで１,９１１万８,０００円、

吉賀町特別養護老人ホーム管理運営事業費、令和６年度から１０年度までで１,０６８万

７,０００円、吉賀町デイサービスセンター管理運営事業費で令和６年度から１０年度までで

１,１３６万３,０００円、吉賀町地域食材供給施設管理運営事業費で令和６年度から１０年度ま

でで７３３万７,０００円、吉賀町グラウンドゴルフ場管理運営事業費で令和６年度から１０年

度までで６,２５５万２,０００円、大野原運動交流広場管理運営事業費、令和６年度から１０年

度までで３,７９９万４,０００円、吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センター施設管理運

営事業費で令和６年度から１０年度まで１,４６５万８,０００円、よしか介護医療院管理運営事

業費で令和６年度から１０年度までで１６億１,６３４万１,０００円、吉賀町医療介護従事者住

宅管理運営事業費で令和６年度から令和１０年度までで１,１７１万５,０００円、吉賀町飛行場

外離着陸場管理運営事業費で令和６年度から１０年度までで２０２万９,０００円、萩・石見空

港利用拡大促進協議会負担金で令和７年度、これは萩・石見空港利用拡大促進協議会への負担金

に係る萩・石見空港利用促進に要する額であります。 

 続きまして、第５表は地方債補正であります。 

 起債の目的、１過疎対策事業債、補正前の３億２,４００万円を３億３,２２０万円、２合併特

例事業債５億１,０７０万円を４億９,３３０万円、３公営住宅建設事業債１億４,２８０万円を

１億１,０３０万円に変更するものであります。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法については、補正前後で変更ございませんのでお読み取

りをいただきたいと思います。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますの
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で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第１７号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第

１０号）について説明を申し上げます。 

 先ほど、町長が読み上げられましたけれども、第３表としてお示しをしたところ、予算書の

ページでいいますと６ページでございます。「第３表繰越明許費」ということでお示しをしてお

ります。この内容につきましては、別に参考資料という形で、ペーパーで申し上げますと参考資

料集の１ページ、それからデータでいいますと予算書の次のところに保存をしておりますので、

その内容についてはお読み取りをいただければというふうに思います。 

 それでは、予算書を進んでいただきまして、３０ページをお開きください。給与費明細書でご

ざいます。まず、上ですけれども、１、特別職の表があろうかと思います。その比較の欄を見て

いただきますと、その他特別職の報酬として５万５,０００円の予算計上がしてございます。内

容につきましては、後ほど歳出で出てまいりますが、監査委員の報酬というところでございます。 

 それから、その下の２、一般職であります。比較の欄を見ていただいて、職員数のところ、マ

イナス２とマイナス６というふうに入っているかと思います。まず、マイナス２でありますけれ

ども、いわゆる正規職員の減というところ、それからマイナス６でありますけれども、会計年度

任用職員の関係で６ほど減をしております。内訳ですけれども、子育て包括支援センターに配置

する職員が１名、それから林業関係ですけれども、森師、その部分で３名、それから小学校の非

常勤講師が１名、それから公民館長が１名、合計６名ということです。それぞれ採用には至らな

かったりというような事情で、今回数字としては６減させていただいております。それから、そ

こから続いて比較の欄、それぞれに数字が入っておろうかと思います。これは、いろいろと人件

費の関係で調整をかけていたものでございます。そのようにお読み取りをいただければというふ

うに思います。 

 それでは、歳出予算から説明をさせていただきます。予算書は、戻っていただきまして

１８ページでございます。 

 およそ予算減額している部分については、年度末ということもありまして、いわゆる不用額の

部分であったり、事業の進捗を見た上での不用額の減額というようなところが大きい理由という

ことになってまいります。 

 それでは、１８ページの上から説明してまいります。総務費、総務管理費、１一般管理費です。

００１人件費、退職手当組合特別負担金４６５万１,０００円の計上があろうかと思います。こ

れは文字どおり、職員の退職に伴うものの予算計上でございます。 

 それから、その下、５財産管理費、００８基金積立金、減債基金積立金１,４９８万３,０００円。
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これにつきましては、普通交付税の再算定に伴うものというところでお読み取りをいただければ

と思います。 

 そのまま下がっていただきます。１８ページの一番下になります。１１企画総務費になります。

００２企画総務費、ページを進んでいただきまして、１９ページの右上になります。手数料が

２万２,０００円、それから１つ飛ばしまして、企業版ふるさと納税活用支援事業補助金７万

８,０００円予算計上してございます。合わせて１０万円の予算計上でございます。後ほど歳入

でも出てまいりますけれども、企業版のふるさと納税１０万円があったというところでございま

す。うち歳出でいうと補助金として７万８,０００円。この手数料につきましては、システム利

用料あるいは決済手数料、その部分が２万２,０００円になるというふうにお読み取りをくださ

い。 

 それから、企業版ふるさと納税活用支援事業補助金のその下です。国庫支出金還付金３４０万

円があろうかと思います。これにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金というものがこれまで国から交付をされてきたところです。令和２年度の事業でありました

けれども、事業継続特別支援金というメニューがございました。これを活用された企業さんから

還付を受けるということですけれども、その交付事業につきまして、誤りといいますか、そうし

たものが企業さんのほうからあったということで、その部分を返還いただくということです。こ

の同額のものが後ほどまた歳入のところでも出てまいりますので、そこでまたお話をさせていた

だきます。 

 それでは、進んでいただきます。２０ページの中段です。総務費、監査委員費、１監査委員費、

００２監査委員費５万５,０００円の予算計上がしてございます。監査委員の報酬というところ

であります。代表監査委員と議会選出監査委員、それぞれ３日分ほど計上させていただいたとい

うところです。 

 それから、その下です。民生費、社会福祉費、１社会福祉総務費、それからその下、２高齢者

福祉費、これらにつきましては、実績見込みから調整をさせていただいたというところでござい

ます。 

 それから、４障がい者福祉費のところであります。次のページ、２１ページに進んでいただき

まして、ちょうど右上の００７地域生活支援事業費、業務運営関係委託料１５万２,０００円の

予算計上があろうかと思います。この部分ですけれども、２月２６日の全員協議会で、委託契約

に係る消費税の取り扱いについてというタイトルで、保健福祉課から説明をさせていただいた内

容があるかと思います。その部分でございます。消費税の取り扱いのところ、その部分を今回こ

こで予算計上しておるというところでお読み取りください。 

 それでは、予算書は次のページ、２２ページに移ります。中段から下になりますけれども、衛



- 56 - 

生費、保健衛生費、１保健衛生総務費、００５地域医療対策費であります。少し説明を加えてお

きたいと思います。改修工事費といたしまして２,４７０万４,０００円の減額があろうかと思い

ます。この部分なんですけれども、これまで予算のほうも説明させていただいていますけれども、

医療介護従事者住宅の改修工事ということで３,０００万円の予算化をさせていただいたところ

でございます。その部分についてですけれども、状況がいろいろと変動しておりまして、その部

分については一旦見送らせていただきまして、その３,０００万円というのは、いわゆる世帯用

の住宅であったわけですけれども、そうではなくて、共同住宅タイプの建屋もあります。こちら

のほうの改修工事を先行して行いたいということであります。これが５２９万５,０００円の予

算ということになります。したがって、３,０００万円を減額させていただいて、５２９万

５,０００円を今回計上したというところ、合わせて２,４７０万４,０００円の減額というとこ

ろでお読み取りをいただければというふうに思います。 

 そうしますと、予算書は次のページに移ります。ちょうどこれも中ほどです。衛生費、清掃費、

１清掃総務費、００３し尿処理対策費、鹿足郡事務組合負担金（し尿）１１３万２,０００円の

予算計上があろうかと思います。この部分の負担金については、早期退職者の発生による特別負

担金というところで見ていただければと思います。 

 それから、次のページに移ります。２４ページでございます。農林水産業費、農業費、３農業

振興費であります。ここにつきましては、事業の進捗、実績、そうしたものからそれぞれ予算を

計上させていただいているというところでお読み取りください。 

 さらに、その下、６農地費、００６土地改良補助整備事業費、農業競争力強化基盤整備事業負

担金です。９５０万円の減額がしてございます。内容といたしましては、真田地区における圃場

整備事業の関連というところであります。 

 それから、その下です、農林水産業費、林業費、２林業振興費、００２林業振興総務費、総額

としては１,３１４万円の減額がしてあるかと思います。最初に、地域おこし協力隊という表現

が出ていますけれども、森師の今年度の採用状況、そうしたところから、それぞれ数字としては

減額した数字を計上させていただいておるということです。森師の雇用状況による減額というと

ころでお読み取りください。 

 それから、次の２５ページの中段です。商工費、商工費、１商工振興費です。００２商工振興

総務費、地域商業等支援事業費補助金３２６万円の減額でございます。これにつきましては、事

業実績の見込みによる減額というところでございます。 

 その下です。土木費、土木管理費、１土木総務費、００２土木総務費、急傾斜地崩壊対策事業

負担金７５万円の予算計上がしてございます。これは、現場が２か所ございます。椛谷地内、そ

れから七日市の横立地内というところで、また見ていただければと思います。 
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 それから、その下の２土地対策費、００２地籍調査事業費です。合計としては１,０５４万

４,０００円の減額がしてございます。本年度、令和５年度におきまして事業採択とならなかっ

た部分、それから入札による減額、そうしたものを反映させているというところでお読み取りく

ださい。 

 次のページに進みます。２６ページです。土木費、道路橋梁費、１道路橋梁維持費です。

００５除雪費でございます。除雪委託料として３,０００万円を予算計上させていただいており

ます。 

 それから、その下の２道路橋梁新設改良費です。００４道路新設改良補助事業費、建設工事費、

改修工事費、一方では６００万円増額し、一方では６００万円の減額ということになっておるか

と思います。事業費の組替えをさせていただきたいというものであります。現場、工事名は、町

道唐人屋線落石対策工事に係るものというものでございます。 

 それから、その下に行きます。土木費、住宅費、２住宅建設費、００２公営住宅等整備事業費、

合計で３,４２０万円の減額がしてございます。設計委託料が１２０万円の減額。これにつきま

しては、柳原団地と新横立団地の入札減、それから建設工事費として３,３００万円の減、これ

につきましては横立団地の入札減ということでお読み取りをいただければと思います。 

 それでは、進んでいただきます。２９ページです。中ほど、教育費、保健体育費、１保健体育

総務費、００３保健体育施設費です。修繕料と改修工事費、それぞれ８０万円から１５７万

７,０００円の減額がしてあるかと思います。まず、修繕料でありますけれども、これは令和

５年度予算で一旦計上させていただいているものでして、内容といたしましては、六日市体育館

の器具庫の扉、これの修繕費用ということであります。 

 それから、その下の改修工事費ですけれども、大野原グラウンドゴルフ場にある池の改良工事

です。これも同様に令和５年度予算で計上いたしておった部分ですが、それぞれ内容を改めて精

査をさせていただいたところでありまして、この部分につきましては、令和６年度の当初予算の

ほうに予算計上させていただいたというところで見ていただければと思います。 

 以上が歳出予算であります。 

 次に、歳入予算を説明させていただきます。予算書を戻っていただきまして、１２ページです。 

 予算書１２ページの上から参ります。配当割交付金、配当割交付金、１配当割交付金、そこか

ら下がっていただきまして、環境性能割交付金、ここまでのところですけれども、これらにつき

ましては、県から交付見込額の通知が参りまして、その数字に合わせてそれぞれ予算計上させて

いただいておるというところでございます。 

 それから、予算書１２ページの一番下になります。地方交付税、地方交付税、１地方交付税、

普通交付税１,８９１万３,０００円の予算計上がしてあるかと思います。この部分につきまして
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は、これまでにも説明をさせていただいた部分がありますけれども、昨年末のところでの再算定

の数字を反映させていただいているというところでございます。普通交付税の金額を申し上げて

おきますと、３３億１,６３１万９,０００円ということになってまいります。 

 それから、その下の特別交付税でございます。今回、地域おこし協力隊の部分でも予算減額を

させていただいておりますけれども、そうしたところを反映させていただきました２,０３２万

１,０００円の減額ということでございます。 

 次のページに進んでいただきまして、１３ページに入ります。分担金及び負担金、分担金、

５農林水産業費分担金、農業競争力強化基盤整備事業分担金４５０万円の減額があろうかと思い

ます。事業費の減額に伴いまして、地元分担金の減額をさせていただいているというところでご

ざいます。 

 その下の７、土木費分担金、急傾斜地崩壊対策事業分担金１万３,０００円、これは、現場は

椛谷地内ということになってまいります。 

 それから、その下です。国庫支出金、国庫負担金、１民生費国庫負担金、それぞれ計上してお

ります。これにつきましては、歳出額に対して、それぞれ所定の負担率等により算出をしておる

というところでお読み取りをください。 

 それでは、次のページに進みます。１４ページです。国庫補助金というところに入ってまいり

ます。ここにも２の民生費国庫補助金から７土木費国庫補助金まで、それぞれ予算計上いたして

おります事業の進捗等々、先ほどの歳出予算に合わせた形で予算計上しておるというところでお

読み取りいただければと思います。 

 なお、そのうち、すみませんでした、７土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金１,９６３万

５,０００円の予算計上がしてあるところがあると思います。これは、内容をお伝えしておきま

す。これについては、栃木橋の補修工事に係るところということでお読み取りいただければと思

います。 

 その下に参ります。県支出金、県負担金、１民生費県負担金、この部分につきましては、それ

ぞれ歳出額に対しまして所定の率等により算出をし、計上しておるものというところでございま

す。 

 それから、その下の４土木費県負担金、地籍調査事業費負担金です。これは、先ほどの土地対

策費のところで、地籍調査事業費の歳出予算の土地対策費のところで予算減額をさせていただい

たところがあろうかと思います。その部分というところでお読み取りをいただければと思います。 

 次の１５ページに進んでいただきます。県支出金、県補助金、１総務費県補助金から一番下の

９教育費県補助金のところでございます。これらにつきましては、先ほど説明いたしましたそれ

ぞれ歳出予算に合わせる形で予算計上をしておるというところで見ていただければというふうに
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思います。 

 それから、次のページ、１６ページに移ります。県支出金、委託金、１総務費委託金です。知

事県議会議員選挙費委託金です。これにつきましては、金額の確定による予算計上というところ

でございます。 

 その下です。寄附金、寄附金、１寄附金、企業版ふるさと納税活用寄附金。先ほど、歳出でい

いますと、企画総務費のところで説明をさせていただきました１０万円の寄附金があったという

ところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、その下です。繰入金、基金繰入金、１財政調整基金繰入金から８まちづくり基金繰

入金でございます。今回の歳出予算に合わせる形で財源調整とさせていただいておるというとこ

ろでございます。 

 １６ページの一番下です。諸収入、雑入、１０商工費雑入、返還金３４０万円。これは、先ほ

ど新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金の分です。令和２年度事業でございますけれど

も、その部分について返還がなされるというお話をさせていただきました。その部分、歳出予算

と同額の３４０万円をここに計上しておるというところでお読み取りください。 

 最後の１７ページになります。町債、町債、１過疎債から１０土木債までであります。これら

につきましては、それぞれ事業の進捗に合わせて財源調整をさせていただいているというところ

でお読み取りをいただければというふうに思います。 

 以上、議案第１７号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第１０号）について説明を終わりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑

を許します。質疑はありませんか。１０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  ２４ページ、一番下の農林水産業費ですが、地域おこし協力隊

員があります、マイナス７９５万円。これは、先日１名減員とちょっと私、聞き間違いかもしれ

ませんが、何か金額が１人分だったら多いような気がするんですが、その辺はちょっとお聞きし

ます。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えいたします。 

 当初、地域おこし協力隊の予算は７名分確保していたところなんですけど、今年度の採用者が

１人ということと、昨年度採用した方が１人辞められまして、今年度、トータル３名分の未雇用

ということになりまして、その分の予算の減額ということになります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第１４、議案第１７号令和５年度吉賀町一

般会計補正予算（第１０号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１８号 

○議長（安永 友行君）  日程第１５、議案第１８号請負契約の変更について（令和５年度林道滑

峠線舗装改良工事）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第１８号請負契約の変更についてであります。 

 下記工事について、請負契約の変更契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第２条の規定により議会

の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 記。 

 １、契約の目的、令和５年度林道滑峠線舗装改修工事。 

 ２、契約の方法、一般競争入札による文書契約。 

 ３、契約金額、変更後７,２００万１,６００円、変更前６,０２８万円、変更額は１,１７２万

１,６００円であります。 

 ４、契約の相手方、島根県鹿足郡吉賀町下須４２３番地、有限会社三浦土木代表取締役三浦浩。 

 詳細につきましては、所管いたします建設水道課長が御説明を申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第１８号請負契約の変更について、詳細説明を

させていただきたいと思います。 

 資料は、参考資料の３ページから６ページに載せております。御覧をいただきたいと思います。

それから、説明をさせていただきます場合、参考資料は、タブレットの場合、次のページに載せ

ておりますが、地図等には色がついておりますので、こちらのほうが見やすいかなと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、参考資料、関係資料に従いまして説明をさせていただきます。 

 まず、３ページでございます。工事名といたしましては、令和５年度林道滑峠線舗装改良工事

でございます。工事場所といたしましては、吉賀町木部谷地内でございます。工期は、令和５年

５月１６日から令和６年３月２２日でございます。主な工事内容といたしましては、アスファル
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ト舗装工が一式、側溝工が一式でございます。主な変更の内容につきましては、こちらのほうに

書いておりますけれども、この工事は、令和４年の繰り越し工事でございます。名前的には令和

５年というふうになっておりますけども、予算の原資は令和４年の繰り越し工事になっておりま

して、この工事部分につきましての限度が５年いっぱいということになってまいりますので、こ

の部分において、余った工事費と、それから差金等も考えまして工事発注をし、この工事で変更

をしたいという内容のものでございます。 

 それでは、変更になりました主な内容につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

 今から申し上げますのは、直工費ベース、諸経費が係っておりません。生の工事部分で増額に

なった額をお示しをさせていただきたいと思います。 

 まず、舗装工でございます５０万円の増。側溝工でございます２８０万円の増。残土処理工に

いたしましては２４０万円の増。それから、軽微な部分の変更を寄せ集めまして１９万円の増。

直接工事額で合計をいたしますと５８９万円ということになってまいります。大体諸経費は

１００％というふうに考えていただいていいものなので、倍にしていただければ、大体変更をさ

せていただきたいという金額になるかと思っています。この中には、４週８休制を業者さんのほ

うで選択をされました。これは選択制になっておりまして、４週８休の制度で事業を展開をいた

しましたので、その部分のアップ分が、これがなかなか数字で申し上げにくいものでございまし

て、歩掛かりの変更として入ってまいります。ですから、その中に溶け込んでいるというふうに

御理解を賜りたいと思います。それから、もう一つはインフレスライド部分、これが７１万円増

加されています。これは今回、最近になりましてどんどん物価が上がってまいりまして、事業費

の１％を超えた分についてはきちんと予算計上していく、変更対象にしますという決まり事がご

ざいますので、それについての増額部分が７１万円含まれているということでございます。 

 変更によりまして、完成断面、舗装部分までということにしますと、１,３００メートルの延

長を計画をしているところでございます。進んでいただきまして、地図があろうかと思っていま

す。ごちゃごちゃと書いてございますけれども、起点になりますのが地図の右上、ピンク色の線

が町道木部谷線でございます。右上の辺りから左下に向かって赤い線が伸びております、これが

滑峠線ということになります。今回、工事をいたしましたのがＲ５年変更計画工事ということで、

延長は１,４９０メートル、ちょっと見にくいかもしれませんが、１,４９０メートルと赤字で書

いてある部分、この部分でございます。当初におきましては、青い部分で旗揚げしてあります当

初計画Ｌ１,３００メートルということになります。 

 先ほど、増額の金額を申し上げましたが、ではなぜそういうふうな変更が増額にしていくのか

という内容についてでございます。 

 まず、完成断面といたしましては、舗装もできている、側溝も整備されているという完成され
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た断面につきましては、計画のとおり１,３００メートルできるとすることができました。側溝

の増額部分については、非常に長い延長を持つものですから、きちんと今の完成断面を幾つにし

ましょうというところでなかなか計画が合わせにくいということで、まず工事の段取りとすれば、

側溝を先行して工事をしていく。側溝の後に、路肩が固まったら舗装をかけていくという作業に

なりますので、その関係で１,４９０メートル部分を施工いたしました。つまり、完成断面が

１,３００メートルですから、１９０メートルの余分な側溝が出来上がっているということにな

ります。この部分が増額の要因ということになろうかと思っています。 

 それから、残土処理におきましては、２４０万円の増と説明させていただきました。当初は、

今地図を見ていただきました起点側、木部谷線のタッチ部分からの付近に町有地がございまして、

ここ残土処理場になっております。ここへ残土をするという計画にしておりましたが、何せ

６,０００メートルもある延長でございますので、できるだけ残土部分については計画的にやり

たいということで、当初から一番近いところを使ってしまいますと、延長がどんどん進んでいく

うちに、またどんどん遠くなっていくということもございまして、またもう一つは、起点のとこ

ろだけではやはり残土処理は賄えないという計画もございますので、今回につきましては、この

工区外へ持ち出させていただきました。七日市のほうへ持ち出させていただいて、その部分が残

土処理部分として増えてきたという内容になるものでございます。 

 以上の理由によりまして、今回の変更について御承認をいただきたいということでございます。

詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第１５、議案第１８号請負契約の変更につい

て（令和５年度林道滑峠線舗装改良工事）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１９号 

○議長（安永 友行君）  日程第１６、議案第１９号請負契約の締結について（令和５年度町道栃

木線栃木橋補修工事）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第１９号請負契約の締結についてであります。 

 下記工事について、請負契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第２項の規定により議会の議決を求

める。 
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 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 記。 

 １、契約の目的、令和５年度町道栃木線栃木橋補修工事。 

 ２、契約の方法、一般競争入札による文書契約。 

 ３、契約金額、１億２６３万円、内消費税額は９３３万円であります。 

 ４、工期、吉賀町議会の議決のあった日の翌日から令和６年３月２９日までであります。 

 ５、契約の相手方、島根県鹿足郡吉賀町大野原５０８番地、開盛建設株式会社代表取締役村上

英司。 

 詳細につきましては、所管いたします建設水道課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第１９号請負契約の締結について説明をさせて

いただきます。 

 町道栃木線栃木橋の補修工事でございまして、参考資料につきましては、７ページから９ペー

ジに載せているところでございます。それから、タブレットの資料につきましても、色がつけて

ありますので、こちらのほうが見やすいかと思いますので、図面等はこちらを御覧いただきたい

と思います。 

 それでは、参考資料によりまして、７ページから説明をさせていただきたいと思います。 

 工事名は、令和５年度町道栃木線栃木橋補修工事でございます。工事場所は、柿木地内でござ

います。工期は、吉賀町議会の議決のあった日から令和６年３月２９日まででございます。 

 なお、金額に見合う工期設定となっていない理由につきましては、町予算の繰り越しの手続き

がまだ終わっていないためでございまして、御承認をいただけましたら、追加議案として今議会

にお諮りをさせていただくということにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、今回発注が遅れましたのは、つり橋という特殊な構造であるため、ケーブルの補修工法

の特殊な部分、こういった部分の見積りに時間がかかったというものでございます。 

 御説明させていただきます。主な工事内容でございますけれども、主ケーブル及び部材補修工

一式、それから塗替塗装工一式でございます。 

 入札の結果につきましては、下段の入札結果調書を御覧いただきたいと思います。 

 一般競争入札にて、２月２０日に入札を執行しましたところ、応札者は２社でございます。開

盛建設株式会社様が落札者と決定をいたしました。２月２２日に仮契約書を締結しているところ

でございます。 
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 それでは、工事の内容について御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、工事でございますけれども、本体、栃木橋でございますけれども、平成２７年度、橋梁

点検の折に、判定４、非常に危険な橋ということで、修繕工事を実施するものでございます。 

 それでは、これからは図面を見ながら御説明をさせていただきたいと思いますので、進んでい

ただきまして、橋梁補修一般図と一番上の部分に書いてありますところの図面を見ていただきた

いと思います。 

 橋梁の形式は、つり橋でございます。橋長は４９.２１メートル、幅員は２メートルというこ

とでございます。 

 補修の概要につきましては、次のページに進んでいただきますと、補修工事概要図というのが

出てまいります。ここに赤い線で示されている部分、それから赤い枠で示されている部分につい

て改修をしていくということになりますけれども、補修箇所の一覧というのが上の段の真ん中辺

り、右側に表になっております。これを御覧いただきたいと思います。 

 まず、主ケーブルということで、①定着点の変更、繋ぎ直しとあります。今回、橋が判定４の

部類にランクされましたという理由は、主ケーブルの左岸側ですから、県道側です。これで見て

いただきますと、右側になります。①というふうに数字が打ってございますけれども、その部分

の上流側のメインケーブル、主ケーブルのアンカーのところを止めているちょうどコンクリート

の境目が素線切れを起こしました。これによって耐力が低下しているということになりまして、

非常に危険な橋ということになったわけでございます。この部分についてのつなぎ直しをすると

いうのが大きなものでございます。ただ、この部分のみをつなぎ直すのでは、また同じ経過にな

っていっては困る。つまり、コンクリートでつかんでいる部分と、それから土の中に入っている

ということもあるものですから、４点止めてある部分の定着点を全て出しまして、露天にしてい

こうと。湿気が回らないように、今後の湿気対策をしていこうということで、４点の繋ぎ直しと

いうものが発生をいたします。これが大きな改修の内容でございます。 

 次に、ハンガーロッドということで、②、③、一覧の中に書いてございます。概要図を見てい

ただきますと、橋の概要図がありますけれども、上のほうの表、図ですけども、そこにそれぞれ

２番、それからこれ出ました９番、１８番、２０番というところに赤い線で、メインケーブルか

ら本体をつっている部分の線が出ていると思います。これがロッドということになりまして、こ

の部分に関しますロッド交換とブラケットの補修をしていくということになります。ロッドはつ

り下げている鉄の棒、それからブラケットはそれを定着させている部分の本体とのつなぎ目とい

うことになります。 

 それから、その下、主構造でございます。④、⑤、⑥、⑦で書いてございますけれども、添接

部材の取替、これはトラス構造になっておりますので、部材部材が三角にそれぞれ接合してまい
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ります。その接合部を統括しているといいましょうか、接合させている板、この添接板を取り替

えるというものでございます。 

 それから、⑤の横構部材の取替、これはその下の平面図、赤いバッテンがずっとついておると

思いますけれども、このバッテンについて取り替えるというものでございます。橋の構造の形を

きちんとしている構造体ですので、この部分、通るものを支えている部分の一番下の部分になる

部分でございますので、これも大事なものということになっています。 

 それから、縦桁部材の取替、この縦桁部材でございますが、床版を支えている橋軸方向にずっ

と縦方向に伸びた長い構造体、これは床版が乗っかっているところ、ここの部分についても傷ん

でおりますので、取り替えるということ。 

 それから、もう一つ大きなところがございまして、その一番上、床版部分について、現在は縞

鋼板が張ってありますけれども、非常に湿気等も回りやすい、それから水も浮きやすい、グレー

チングに換えて、水通しよくなりますけれども、よく乾くということを目的にグレーチングに換

えていくというものでございます。 

 こういった変更を、変更といいましょうか、補修をかけていくということでございまして、こ

の補修におきまして、耐力は落ちますけれども、軽トラック、それから農業機材等については十

分に通行できるというものになっていくものでございます。 

 長くなりました。以上、詳細説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第１６、議案第１９号請負契約の締結に

ついて（令和５年度町道栃木線栃木橋補修工事）の質疑については保留をしておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 

午後２時06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時18分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２０号 

○議長（安永 友行君）  日程第１７、議案第２０号動産購入契約の締結について（吉賀町立小学

校教師用指導書等整備事業）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２０号動産購入契約の締結についてであり

ます。 

 下記事業について、動産購入契約を締結するため、吉賀町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４９号）第３条の規定により議会の議決

を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 記。 

 １、契約の目的、吉賀町立小学校教師用指導書等整備事業。 

 ２、契約の方法、随意契約による文書契約。 

 ３、契約金額１,４４３万９,０７９円、内消費税額は１３０万１,５５０円であります。 

 ４、納入期限、令和６年３月２９日まで。 

 ５、契約の相手方、島根県松江市北陵町６０番地、島根県教科図書販売株式会社代表取締役今

井直樹。 

 詳細につきましては、所管いたします教育委員会の次長のほうから御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  それでは、議案第２０号動産購入契約の締結についての説明をいた

します。 

 参考資料のほうは、紙ベースでいきますと参考資料の１０ページになります。タブレット端末

のほうでは、議案の２枚目が参考資料となっております。 

 今回の動産購入につきましては、小学校の教師用教科書等でございますので、まず最初に、教

科書の供給の仕組みなどを簡単に御説明いたします。 

 小中学校の教科書につきましては、原則４年ごとに採択替えは行われ、小学校においては、令

和６年度から新たな教科書を使用することになります。 

 小中学校の児童生徒の教科書につきましては、国から無償で給与されることとなっております

が、教師が用いる教科書につきましては、購入する必要がございます。あわせまして、教科書の

発行者が発行する教師用の指導書についても購入する必要がございますので、今回は小学校の教

科書採択替えに伴います教師用の教科書及び指導書の購入契約となります。 

 また、教科書の供給の仕組みといたしましては、本来、発行者から教科書供給業者、そして教

科書取扱店を経て各学校に供給されることとなりますが、吉賀町には教科書取扱店が現在ござい

ませんので、島根県の教科書供給業者から直接各小学校へ供給されることとなり、今回購入する

教師用教科書及び教師用指導書も同様の取り扱いとなります。 
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 それでは、参考資料に沿って御説明いたします。 

 事業名は、吉賀町立小学校教師用指導書等整備事業で、納入場所は町内各小学校、納入期限は

令和６年３月２９日となります。契約金額は１,４４３万９,０７９円で、うち教科書は非課税と

なっておりますので、指導書分として消費税額は１３０万１,５５０円となります。 

 指導書等の概要といたしましては、教科等の種類として、国語、書写、社会など、ここに書か

れております１３の種類となります。 

 内容といたしましては、教師用指導書セットと教師用教科書でございますが、指導書セットと

いたしましては、教科や発行者により内容が異なり、主なものとして、指導書の指導編、研究編、

資料編や指導者用デジタル教科書、そのほかにＣＤやデジタルコンテンツなども含まれるものが

ございます。 

 続いて、数量でございますが、指導書も教科書も教科ごとに対象学年や学級数によるものが学

校ごとに必要となりますので、そこに記載してあるように、どちらも３００前後の物を整備する

ことといたします。 

 議案のほうを御覧ください。 

 今回の契約につきましては、島根県における教科書供給業者と契約締結することとなりますが、

この教科書供給業者は都道府県ごとにおおむね１か所ずつあり、島根県には１業者しかございま

せん。したがいまして、契約の方法は随意契約による文書契約で、契約の相手方は島根県教科図

書販売株式会社となり、本年４月からの使用に向けて令和５年度中に整備するため、同社と契約

を締結したいということでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第１７、議案第２０号動産購入契約の締

結について（吉賀町立小学校教師用指導書等整備事業）の質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２１号 

○議長（安永 友行君）  日程第１８、議案第２１号吉賀町手話言語条例の制定についてを議題と

します。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２１号吉賀町手話言語条例の制定について

であります。 
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 吉賀町手話言語条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第２１号吉賀町手話言語条例の制定について詳

細説明を行います。 

 議案の条文を御覧いただければと思います。 

 この条例につきましては、条文の上の３段落目を御覧いただければと思います。この記載があ

りますように、平成１８年に国際連合で採択されました障害者の権利に関する条約におきまして、

手話は独自の言語として位置づけられ、これを受けて平成２３年に改正された「障害者基本法」

においても、手話は言語に含まれることが明記されたことに基づいて制定するものでございます。 

 それでは、１条を御覧いただければと思います。 

 第１条、目的でございます。この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する

理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明ら

かにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進することにより、全ての町民が共生する地域

社会の実現を図ることを目的とするということにしております。 

 その下に下がっていただきまして、第３条、基本理念がございます。基本理念といたしまして、

手話への理解及び手話の普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを

前提に、誰もがお互いに尊重し合い、心豊かに安心して暮らせるまちづくりを実現することを基

本として行わなければならない、という理念でございます。 

 第４条には町の責務、第５条には町民の役割、第６条には事業者の役割をそれぞれ記載をして

おります。 

 その次の第７条につきましては、施策の推進といたしまして、１号から第５号に掲げる施策を

総合的かつ計画的に推進することとしております。 

 なお、この条例は公布の日から施行するということにしております。 

 以上、議案第２１号吉賀町手話言語条例の制定についての詳細説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  この条例で、事業者という表現が出ております。この事業者につ
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いての説明を願います。 

○議長（安永 友行君）  中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。事業者の役割というところでございますが、

町内におきます事業所、そういったのを想定しておりまして、これにつきましては商工会等、そ

ういったところと連携をして実施していきたいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第１８、議案第２１号吉賀町手話言語条例の

制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２２号 

○議長（安永 友行君）  日程第１９、議案第２２号吉賀町長等の給与の特例に関する条例の制定

についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第２２号吉賀町長等の給与の特例に関する条例の制定に

ついてであります。 

 吉賀町長等の給与の特例に関する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 この件につきましては、まず私のほうから提案した趣旨あるいは理由について申し上げておき

たいと思います。 

 まず、１つ目といたしましては、コロナ禍の影響による住民の皆様への配慮でございます。 

 ここ数年続いておりましたコロナ禍によりまして、住民の皆さんの生活は大変大きな影響を受

けておりまして、地域経済も疲弊している状況でございます。 

 ここに来て、今、法律の取り扱いも５類に緩和されてはおりますが、完全終息したわけではご

ざいません。住民の皆さんの生活や経済の回復には、まだまだ相当の時間がかかるというふうに

思っております。 

 こうしたことから、自らが住民の皆様の気持ちに寄り添うその姿勢を形として示していかなけ

ればならないというふうに考えたところでございます。 

 ２つ目は、地域医療の継続に向けた財源確保であります。 

 ３月から病院の公設民営化によりまして、地域医療はどうにか継続することができました。 

 しかし、今しばらくは経営面では大変厳しい状況が続くものと思われます。そのために、町と
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しましても、一定の財源確保が必要と考えております。 

 したがって、本年度及び来年度の予算編成におきましては、町の単独財源となります補助金に

ついて、削減目標を立て、地域福祉基金への積み立てを行うことといたしました。このことによ

り、住民の皆さんが従来どおりの事業を展開しようとすれば、一定の御負担をしなければならな

いということになります。 

 私といたしましては、今申し上げましたようにコロナ禍の影響による住民の皆様への気持ちに

寄り添うということと、もう一つは地域医療の継続に向けた財源確保のために補助金を削減する

こと、このことに配慮するという観点から、本年度に引き続き、来年度につきましても給与を削

減するということを決断したところでございます。 

 そこで、自らの給与につきましては、向こう１年間、１０％の削減、同じ特別職であります副

町長と教育長につきましても、私のこの思いのところに御賛同いただきまして、５％削減につい

て御理解をいただいたところであります。 

 この条例案が可決されますと、３人の給料、期末手当、共済費の合計で一定程度の削減額が創

出されますので、この金額についても、補助金削減額と同様に、地域福祉基金に積み立てること

といたしまして、今後の地域医療対策の財源として活用させていただきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 それではこれから、担当いたします総務課長のほうから、条例案の内容、それから影響額、こ

うしたことにつきまして詳細説明をいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第２２号吉賀町長等の給与の特例に関する条例の制

定につきまして説明をさせていただきます。 

 先ほど、町長から説明がございましたとおり、町長、副町長、教育長の給料月額を減ずるとい

う内容の条例の制定でございます。さらに、提案理由につきましても、先ほど町長が話をされた

とおりということになります。 

 条例の具体の内容について説明を申し上げたいと思います。制定文のほうを見ていただければ

と思います。 

 まず、第２条におきまして、町長の給料月額を令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

の１年間、１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とするというものであります。 

 それから、次の第３条におきましては、副町長及び教育長の給料月額を令和６年４月１日から

令和７年３月３１日までの１年間、１００分の５を乗じて得た額を減じた額とするというもので

ございます。 

 いわゆる削減額について、その金額を申し上げたいと思います。 
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 まず、町長であります。給料月額７２万円のところ、１０％の７万２,０００円を減額し、

６４万８,０００円。それから、副町長が月額６０万７,５００円のところ、５％の３万３７５円

を減額し、５７万７,１２５円。教育長が月額５７万２,５００円のところ、５％の２万

８,６２５円を減額し、５４万３,８７５円という給料月額となります。 

 その上で、年間の合計削減額について、またそれぞれ申し上げたいと思います。 

 内容的には、給料の部分、それから期末手当の部分、それからさらには共済費の部分、それら

を全て合わせた金額ということでお伝えをしておきたいと思います。 

 まず、町長が１２０万５,０１４円。それから、副町長が５６万２,３７５円。教育長が５３万

４,２１５円。これら全て合計いたしますと、２３０万１,６０４円ということになってまいりま

す。これも先ほど町長申されましたけれども、この減額部分につきましては、令和５年度同様、

地域福祉基金に積み立てを行うことと考えておりまして、後ほど上程いたします議案第５１号令

和６年度吉賀町一般会計予算において計上させていただくというふうに考えているところでござ

います。 

 以上、議案第２２号の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、担当課長よりの詳細説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第１９、議案第２２号吉賀町長等の給与

の特例に関する条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２３号 

○議長（安永 友行君）  日程第２０、議案第２３号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２３号吉賀町太陽光発電事業と地域との調

和に関する条例の制定についてであります。 

 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会に議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします税務住民課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。山根税務住民課長。 
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○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。議案第２３号吉賀町太陽光発電事業と地域と

の調和に関する条例の制定についての詳細説明をさせていただきます。 

 昨年１２月の定例会で一旦上程いたしましたが、内容の精査、再考する必要があると判断し、

撤回させていただきました。すみませんでした。その後、持ち帰りまして、課内で協議、また、

吉賀町環境保全推進協議会で御協議いただきました結果をもちまして、再度上程させていただい

ております。 

 変更点につきましてですが、第３条になります、適用範囲でございます。前回の条例案では、

５０キロワット未満を除外としていましたが、適用範囲を変更し、５０キロワット未満の小規模

の発電事業についても説明会の実施を規定することとしております。 

 戻りまして、第２条の定義でございます。第９号のイでございます。説明会の対象となる建築

物所有者、入居者、管理者等も含みますが、事業区域の土地境界から水平距離で３０メートルで

あったものを１００メートル以内としまして、より広く説明会の対象を広げることとしておりま

す。 

 事業者と地域住民の間のさらなる合意形成を図り、地域住民の方に不利益が生じないことが大

前提となると思っています。また、今後の新たな事業計画や実施計画の把握、情報収集に努めて

いきたいと思っております。 

 また、全員協議会の際に、浸水想定区域の対応について御質問がございました。条例を既に制

定されております自治体の事例を見ますと、禁止区域に設定しているところもありましたが、本

条例では禁止区域には含めないこととしたいと思います。浸水想定区域が事業区域に含まれてい

た場合、事業者に対し、第９条にあります事前協議の中で、浸水に対する対策や対処方法など計

画に反映していただくよう、助言や指導を行っていきたいと思っております。 

 以上、簡単でございますが、議案第２３号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例

の制定についての詳細説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑

を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  先般の全員協議会のときにも説明をしていただいているところも

ありますが、まずこの条例で、今設置しておられる一定の容量ですけれども、そこの撤去に係る

費用について何らかの表現があるのか、その点についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。既設の、既に設置されている太陽光発電につ

きましても、廃棄等費用積立制度について、これが適用になるというふうに思っております。事

業終了前の１０年間で廃棄に要する費用について、積み立てるというものが制定をされておりま
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すので、これが対象になるというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  買取制度の中の１０年間で廃棄の積み立てをするというふうにお

聞きをいたしました。それで、１２月の議会のときに取り下げられたわけですけども、そのとき

にこちらのほうから、最初に設置する前の説明会のことでお聞きをしております。先ほど、課長

からの説明では、建物の所有者だけでなく、そこに仮住まい、まあ、借家等で入っておられる人

も入るということで説明を受けましたが、その条例の中で、住民、居住する人を表記をしない理

由、私はやっぱり条例の中にどういう人が対象になるのかということを明記をする必要があると

思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。今の議員の御指摘につきまして、第２条、定

義の中の７号に建築物所有者の欄がございます。ここに建築物の所有者、居住者、占有者及び管

理者をいうということで、こちらのほうに明記をしているというふうにこちらでは思っておりま

すので、そちらでお読み取りいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ６番松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ちょっと確認なんですが、説明聞いたかも分からないけど、現在、

今までの１０キロワット以上の実際やっておれることがあるわけですが、それは適用されるんで

すか。今設置してある、１０キロワット以上の設備がありますが、それはどうなんですか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えいたしたいと思います。 

 既設の物件につきましても、この条例の対象となるというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  説明会についてですけども、今のこの条例上では、事業者さんが

説明会をやるというふうに読み取れるんですが、行政の関わり、その説明会に対する、行政も一

緒に説明会のところで関わっていくということについては、どのような検討がされたのかお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えしたいと思います。 

 数字的なものについては、まだ検討しておりませんが、ある程度の規模以上のものにつきまし

ては、担当を含めまして、担当課も説明会のほうへ出席をして内容の把握等努めてまいりたいと

思います。事前協議がございますので、その際に参加をしていけたらというふうに思っておりま

す。 
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○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  私が思うのは、その事業者さんの行う説明会という意味だけでな

くて、やはり今、この条例を定めようとしているのは、再生可能エネルギーとしてもっと広げよ

うという趣旨が私はこの中にはあると、そのために制度をつくろうというふうに感じるわけなん

ですけども、そうした場合に、もっと行政の側が説明会そのもの、地域住民の方に対して説明を

していく、事業者さんと一緒に、そういうものがあってもいいのではないか、そのことを条例の

中に盛り込む、そういうことにもっと積極的な取り組みが町にあってもいいと思いますが、その

点いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今、９番議員のほうから御質問のあった件につきましては、明確な表現

はこの条例上にはないわけでございますが、対応を当然、先ほど担当課長申し上げたとおりでご

ざいまして、事前協議がございますので、その中で協議のあった内容について、事業者に対して

必要な助言とか指導をすると。こうした中で、場合によっては、あるいはその規模にもよると思

いますが、地元へ出かけていって情報提供するなりのことを、この条文でいいますと、事前協議、

第９条でございますが、その第２項にありますような形で、可能な限り適切な対応をさせていた

だきたいというふうに思っております。なかなかいろいろなことを想定をしてということで、ま

だこの中で十分充足されていない部分もあろうかと思いますが、そうしたことにつきましては、

今度は運用の面で、規則委任等も最後の２４条等にございますので、そうしたところで対応させ

ていただきたいというふうに思っております。９番議員が言われる趣旨については、十分認識を

して、理解をしておりますので、現実問題、そのことが動く中で、担当課を含めて対応させてい

ただきたいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  もう一回だけ、説明会のことをお聞きしますけども、以前、私が

副町長に出した分については受け取っているということで言われましたので、その点でいきます

が、経済産業省のほうで総合資源エネルギー調査会というところが第２次取りまとめ案というも

のを、今持っているのは取りまとめ案なんですけれども、しておりますが、説明会の範囲のとこ

ろで、出力が５０キロから２,０００キロワット以上という範囲に特別高圧になりますけれども、

境界から３００メートル以内ということを挙げています。この取りまとめに全部従わなきゃいけ

ないとは言いませんが、こういう取りまとめなんかも考慮して全体を１００メートル以内という

ふうに検討したのか、その点をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えしたいと思います。 
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 議員からの情報提供いただいたものを確認をしております。これによると、５０から２,０００キ

ロワットという幅の広いといいますか、５０キロワットを超えるものについて、３００メートル

以内というものが望ましいということもございましたが、１,０００キロを超えるいわゆるメガ

ソーラーと言われるようなものについては、別途協議が必要であるという認識は持っております

が、いろいろ協議した中でおおむね１００メートルという判断をしたところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ちょっとよく分からんのですが、この発電設備から水平距離で

１００メートル区域に存する建築物の所有者という項があります。２条の９のイ、その所有者に

対しては、１２条に事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければ

ならないというのがありますが、今の１００メートル以内、今既存の事業者は同意をまた得るた

めに、同意を得なければならないのですか。それとも、今までやっているかどうか、それもよく

分からないのですが。１００メートル以内の建物の所有者の同意を得なければならないというふ

うになっていますが、その辺どうですか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。現在、事業区域の土地境界から水平距離で

１００メートルという方につきましては、建築物所有者ということでございまして、説明会の対

象となる住民の方という範囲になりまして、同意を得る方については、事業区域の土地所有者と

区域に隣接する土地所有者、それから事業区域が所在する自治会の代表者、そのほか町長が必要

と認める者ということでございますので、先ほどの説明の中の１００メートル以内の区域にある

建築物所有者が全て同意の対象ではないというところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  今、説明会が必要ということになっておりますが、先ほど既設も

この条例に適用されるということでありましたので、既設の場合も説明会から同意をさらに得な

いといけないのかというところがあります。今、気になるところがあるんだと思うんですが、そ

れは適用されませんよね、既設に関しては。廃棄の場合だけでよろしいですよね。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  附則のほうにも書いてございますけども、既設のものについて

は従前の例ということでございまして、同意や説明会の対象ではないというところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  ちょっとこの条例を見ますと、私の個人の判断としては、すご

い甘い条例だと思っております。例えば、第８条の文言を見ても、禁止区域を指定することがで

きるという文言がありますけど、これを担保するのは何でするわけですか。それと、あらゆる条
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例の中で、町長の判断による、町長の権限があまりにも強過ぎる条例になっているような気がす

るんですけど、町長の考え一つでころころ変わるというような条例でいいのでしょうか、どうな

んでしょうか。その辺のところは、どうやって規制をかけるつもりなのかお知らせください。 

 それと浸水区域は除外するという説明でしたけど、どういう理由でこの浸水区域を除外するに

至ったのかということをもう少し詳しく説明してください。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。 

 第８条の禁止区域についてでございます。 

 規則のほうで、別に定めるということになっております。例えばですけども、保安林の区域、

砂防指定地、地滑り防止区域、土砂災害特別区域、警戒区域等でございまして、このほかに必要

があれば町長が指定をして、これ以外のものも含めることができるということで設定をしており

ます。 

 ですので、範囲を広げる、甘い方向へといいますか、そちらへ広げていくという考えではござ

いません。 

 それから、浸水想定区域の件でございます。 

 浸水想定区域でございますので、前もって対策をすることで災害が防止できると考えておりま

す。その体制なり対策が取られていない事業者に対しては、指導や助言をもちまして対策を取る

ようにということでお願いをしていきたいということで、禁止区域に定める必要はないという判

断を担当課のほうでしたところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。質疑はないようですが、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はおいて、日程第２０、議案第２３号吉

賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第２４号 

○議長（安永 友行君）  日程第２１、議案第２４号吉賀町部活動検討委員会設置条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第２４号吉賀町部活動検討委員会設置条例の制定につ

いてであります。 

 吉賀町部活動検討委員会設置条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 
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 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、教育委員会次長のほうから御説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  それでは、議案第２４号吉賀町部活動検討委員会設置条例の制定に

ついてを説明いたします。 

 議案に沿って説明をさせていただきます。 

 この議案につきましては、２月２６日に開催されました全員協議会においても御説明しており

ますので、重複する部分があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 学校の部活動につきましては、全国的に少子化の進行の影響により、持続可能性の面における

厳しさが増してきております。 

 また、学校現場におけるニーズの多様化への対応など、教職員への業務負担が増加する中で、

競技経験のない種目の指導や休日の指導などが教職員への大きな負担となっており、働き方改革

の面においても、学校部活動の指導がクローズアップされております。 

 このような状況の中、全国各地において学校部活動のあり方の検討がなされており、吉賀町に

おいても、令和６年度において検討委員会を設置して検討することといたします。 

 それでは、議案のほうを御覧ください。 

 第１条、設置として、吉賀町立中学校の部活動の地域移行及び部活動数の適正化等に関して、

今後の在り方並びに課題について協議及び検討するため、吉賀町部活動検討委員会を設置いたし

ます。 

 第２条、所掌事務として、部活動の地域移行や外部指導者の導入に関することのほか、ここに

掲げてある事項について協議・検討を行います。 

 第３条、組織としては、町の体育協会、町内スポーツ関連団体、町内スポーツ少年団、町ス

ポーツ推進委員、町立中学校、町立中学校保護者のそれぞれの代表の方と教育委員会教育次長、

その他教育委員会が必要と認めた者をもって構成いたします。 

 第４条、任期としては、２年とし、補欠委員は、前任者の残任期間といたします。 

 第５条、委員会に委員長及び副委員長を置き、その選任方法及び職務を規定しております。 

 第６条、会議は、委員長が招集すること、また会議の成立要件、議決要件等を規定しておりま

す。 

 第７条、委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるとし、第８条、庶務は、教育委員会事務局に

おいて処理すること、第９条、このほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるとしています。 

 附則において、令和６年４月１日を施行期日とし、第２項で、吉賀町非常勤特別職の報酬及び
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費用弁償支給条例の一部改正として、委員長及び委員の報酬を規定する改正をすることとしてお

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  前回の全員協議会のときも御説明いただいたんですが、ちょっと

分からないのでお聞きしますが、部活動の地域移行及び部活動数の適正化等に関してということ

が設置の目的にありますが、つまりあれですか、この地域移行ということは、その中学校に専門

の方が、指導者がいないということで、部外者に中学校の部活動を指導していただくと、そうい

うような意味なんでしょうか。 

 それと、もう一点、適正化等に関してと、適正ということが使われていますが、今、各中学校、

部活動がほとんどないんですよね。適正化ということは、数多くよくやって、それを適正に絞る

とか、そういう意味にも取れるんですが、適正化ということは、数を絞るということなんですか、

本当、今、部活が少ないんですよね。六日市中学校でも、サッカーと陸上とテニス、たった３つ

ぐらいしかないと思うんですよ。適正という意味がちょっと分からないんですけど、この今２点

をちょっとお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  まず、地域移行についてでございます。 

 こちらについては、全国で議論されていますように、教職員の働き方改革の面においても、部

活動の地域移行というものが議論されております。 

 これは、議員がおっしゃられましたように、地域の中で指導できる部分、こういったところを

学校部活動から、地域のほうの指導へ移行していこうというところでございます。 

 それから、適正なと、部活動数というところがございました。先ほども申し上げましたように、

これも全国的に少子化の影響によって、部活動の持続性という面で厳しさが増してきております。 

 吉賀町においても、当然生徒数の減少により、特に団体競技などは、その持続性に課題を抱え

ております。こういったところを含めて検討していきたいというところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  すみません。くどいようなんですが、部活を地域に移行というこ

とは、例えば六日市中学校にサッカー部があるとして、それを中学校の部活から外に出て、一般

の方が指導できるようになる、部活を中学校の管轄から外に出すというんでしょうか。 

 これでありますと、部活動の地域移行というふうにうたってありますが、部活動の地域移行と

いうことは、つまり中学校の部活から教職員の負担を軽減するために、また指導者がいないとい
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うことで、中学校の部活から地域に出ると、そういう意味なんでしょうか。それとも、中学校の

部活はそのままで、教員以外の方が中学校の部活に入って、その部活を指導すると、今、全国で

言われているのは、なかなか教職員の負担を減すために、専門の先生じゃないけど、その専門の

方、野球とか、サッカーにしろ、町外に、学校外に専門の方がおられるので、その方に指導をし

てもらうと、そういうふうなことを多分全国で言われておると思うんですが、この地域移行とい

うことがはっきりよく分からないんですが。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  失礼します。 

 まず、中学校の部活動の地域移行ということについて説明をいたします。 

 中学校の部活動というのは、学習指導要領の中に、教育課程外に位置づけられています。です

ので、きちんとやっていけば、学校の先生が部活動を受け持たなくてもいいということになって

おります。 

 ただ、これはずっと昔からの慣習で、部活動と、それから学習指導、これについては両輪のご

とくといいますか、生徒指導にも役立ったりというふうないろいろな、それから生徒の心身の健

全発達に非常に役立っているということで、ずっと続いたまんまになっているところです。 

 ですけども、今は教員だけではありませんけども、働き方改革ということで、本来先生がその

役を担わなくてもいいものをずっと担っている状況ということがございまして、「学校の働き方

改革を踏まえた部活動改革について」というのが令和２年９月に文科省から通知が出ております。

それを受けて、令和４年６月にスポーツ庁、時期を同じくして文化庁、文化部もありますので、

そういうふうな指針が出て、部活動を地域へというふうな方針が出ています。 

 実際問題どういうふうにというふうなことになるかと申しますと、先ほどおっしゃられたとお

り、柿木中学校には、陸上部、それから女子バレー部と、それから卓球部がございます。 

 それから、吉賀中学校には、女子バレー部、それから男子、女子、今回一緒にできるというこ

とになりましてソフトテニス部、それから野球部、六日市中学校は、陸上部、それから女子のソ

フトテニス、それから男子サッカー部というふうなものがございます。 

 それから、吉賀中学校は、女子も一応野球部に加入はできるというふうなことになっているよ

うです。 

 今、部活動、今年度実施しているものを挙げましたが、来年度に向けては、これも廃止せざる

を得ない、生徒さんが入らない限りは廃止しないとやれないというふうな状況があります。部活

動がこのまんまだと、どんどん尻すぼみになっていくというふうな状況がまずございます。 

 それから、生徒の皆さんのニーズ、自分は、この部活に入りたいであるとか、もっとこんなの

があったらいいのにと、これについては、全協でもちょっと議員さんからもお話がありましたけ
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ども、生徒のニーズ、生徒の考え、思いというふうなことも大切にしていきたい。 

 それから、中学校長会で、実際に部活動の担当の教員、どういうふうになっているかと、ちょ

っと調査した資料がございます。ちょっと読み上げてみます。 

 現在、町内一応３３名の教職員、中学校ですけども、担当していない教員もおります、７名ほ

ど。それから、部活動の指導、その部、例えば野球が得意とか、卓球をやっていたとか、そうい

うふうな指導可能な部活の主顧問が７名、その指導可能な部活の副顧問というのが４名、それか

ら指導可能ではない主顧問、ですのであまり得意ではない、やったことがないという、そういう

方が２名、それから同じように指導可能ではない副顧問が１２名というふうな状況になっており

ます。 

 ですので、専門で部活動を生徒に学校内で教えることのできる環境というのも、危うい状況に

あるというふうなことがあります。 

 では、実際に地域で、例えばここに挙げてあります陸上、バレーボール、野球、サッカー、ソ

フトテニス等なんですけど、卓球も。そういうふうなところの部活動、実際に生徒さんに指導で

きる指導者がいらっしゃるスポーツもありますし、いらっしゃらないものもあります。 

 というところで、地域の方、地域の指導者にお願いをする部分、それから一旦学校の正規の部

活動ではなくて、学校の職員としてではなくて、兼職兼業ということになりますが、学校の教員

が、自分は土日でも、学校を離れてでもやってみたいと、そういう教員もおりますので、そうい

う方が地域のある場所に出かけて指導するというふうなことがございます。 

 これらを総合的にどういうふうにしていくのか、それぞれの、先ほど挙げました推進委員にな

っていただける方に、いろいろ知恵を出し合っていただいて、どういうふうにしたらスムーズに

地域移行ができるか、生徒さんのためにできるかということを考えてまいるための設置条例でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  今、教育長の説明で、僕はちょっと頭の回転が悪いのでよく分か

らないんですけど、ただ、最後に言いますが、この部活動の地域移行という文言、これは恐らく、

この条例は、上から来たものをそのまま適用しているんじゃないかと思うんですよ。 

 これ絶対見たら分からないですよ。吉賀町立中学校の部活動の地域移行、これだけでは本当、

私が言ったように、それじゃ学校の部活動が外に出るんかというようなことと思うんですよ。 

 恐らくこの条例の文言は、多分これは全国的に設置ということで恐らく、大変失礼な言い方で

すけど、教育委員会が考えたんじゃなくて、上位から、県か国か分からんですけど、来たものを

そのまま、私は使っているように思うんですよ。 
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 そうでなかったら、この文言を変えないと、分からないですよ、絶対に委員の皆さんにも。今、

教育長がるる、すごく長く説明されましたけど、それでもなかなかよく分からないです。この部

活動の地域移行と、ちょっとこの文言について、私は変えるべきだと思うんですけど、それは私

の考えですが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  部活動の地域移行というのは、全国的にそういう文言が使われている

と、全国的な流れ、もちろんそういうことはございます。 

 ただ、この部活動の地域移行については、特に都市部と町村部で大きな開きがあると、都市部

ではそういう環境が整っていますので、地域移行がすぐにできますが、実は町村部ではなかなか

難しいということがございまして、一昨年１２月、令和４年の１２月になりますけども、部活動

の地域移行というものが改革集中期間という、令和７年までにということになっていたんですけ

ど、今は推進期間ということで、令和７年度末を目指していこうというふうな形になっていると

ころです。 

 もし、この設置条例を設けて、地域移行というふうなことにとどまらないというふうなことな

ら、その会議の中で委員の皆さんの御意見を踏まえて、また変えることも可能ではあると思いま

す。 

 ただ、今現在、この地域移行に向けた設置委員会というのは、今現在、生徒さんが困っている

状況、教師も働き方改革でというふうなところがございまして、一応この文言で、まずは御理解

いただいて、またその設置協議会の中で御検討いただいて、そのあり方について、また新しい方

向性が出ると思いますので、これはあくまでも検討委員会でございますので、もちろんよりよい

考えなり、物ができれば、そこでまた改めてお示ししたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ちょっとお聞きするんですが、中学校の部活というのは、体育系

だけなんですか、文系のほうはないんですか。いや、恐らくあると思うんですけど、この条例は、

体育系だけの条例ですね。 

 だから、文系は関係ないというか、これは地域の人がみんなで、この部活を助けるという格好

かと思うんですけど、文系は、今、そういう各中学校には文系の部活はないとか、どうですか、

ありますか。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  文系の部活動についてでございますが、町内の中学校には、文系の部

活動はございません。ずっと以前には、私たちが在学している頃にはブラスバンド部であるとか、
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中学校の軽音楽部とかいうのはございましたけども、今現在はありません。 

 ただ、生徒の皆さん、いろいろな価値が多様化していますので、文系がぜひ欲しいというふう

なことがもしかしたらあるかも分かりません。 

 今現在は、先ほど申し上げました体育系の部活動についての検討ですけども、この中で、全協

でもお話ししましたけども、アンケートを取ったりであるとか、それから実際に生徒の皆さんの

声を聞くであるとか、そういう機会を持たないといけない。そういう中で、また文化系の部活動

は、ぜひというふうなことがございましたら、また改めてそこで協議をさせていただくことにな

るかと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  この委員の方々の中に、今、小学生もいろんな形で、いろんなス

ポーツ少年団も含めて、いろんなスポーツをやっています。これから中学校に上がる子どもたち

を抱える保護者さんの意見というのは、どういう形で反映されることになるのか、お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  小学校の保護者の皆さん、それから小学校の児童の皆さん、高学年ぐ

らいになりますと、中学校でどの部活に入ろうかというふうなことも考えてくる年代だと思われ

ますけども、そういう児童の皆さんの声を聞く機会、この検討委員会では、まずは中学校ですけ

ども、そういう保護者の皆さん、児童の皆さんの声を聞かないといけません。 

 あるいは、これを論議する過程でも出ましたけど、吉賀高校との兼ね合いであるとか、そうい

うところも見据えて、まずはこの委員で始まりますが、あとは教育委員会が認めた、必要とする

委員もございますので、そういう機会であるとか、論議が広がれば、意見を聞く機会、アンケー

トを取る機会、そういうものを持ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  これは設置条例なんで、特に問題ないと思うんですが、例えば

この委員会で、そういうふうな部外者の人にお願いしましょうということになった場合、そのと

きに、今ここに掲げてある体育協会とか、いろんなスポーツの団体がありますから、そういう方

が指導者となった場合に、この学校側は、その人らに任せたよと、今さっき言われたような課外

授業だということなんで、そうすると、例えば六日市中学校でやる場合は、今、バレーボールを

するにしてもサッカーするにしても、なかなか一つの学校でできるような状況ではないと思うん

ですよね。 

 それで、生徒さんの移動もありますし、それから指導される方の位置づけ、どういうふうな、
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例えば事故が起こったとか生徒がけがをしたとか、そういうふうなことも、この委員会で決める

ことはちょっと無理じゃないかと思いますが、今、教育委員会のほうで考えておられる、そうい

うふうなもろもろのことは、今、当然これが出るということは、もし設置条例ができると、その

折にこういうふうになりますよということを想定しておられるんではないかと思いますが、その

辺のことを、これには明記できないと思いますが、どのようなお考えであるのか、お聞かせ願え

たら喜びます。その辺いかがでしょうか、まだ発表できませんか。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  まだどなたに指導者となっていただくかというふうなところまでは、

詰めていない状況です。今、各スポーツ団体の代表の方であるとか、そういう方に可能性をまず

は探っていくというふうな、この検討委員会では、というところになります。 

 その後で、先ほど教員のほうでも申しました兼職兼業であるとか、それからスポーツの指導者

としての適格性であるとか資格であるとか、そういうふうなところもきちっと精査をしていかな

ければならないというところ、それからもう一点は、地域移行というのが、説明が前後して大変

申し訳ございませんが、全ての部活動を一挙に地域へということではございませんで、まずは土

日、教員が本来勤めるはずのない日にちについて、土日については地域移行を進めていこうと。

そのうち平日についても、できるかどうかは分かりませんけども、その可能性を探っていこうと

いうことになっておりますので、まずは土曜日、日曜日について、生徒の皆さんに何とか部活動

ができる環境を整えていくためにはどうしたらいいかというのを探っていくというふうなところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  いろんなことを探ろうということで言われると、そうしますと、

単に指導者がいる部活というような意味合いにとどまらず、やっている生徒が、例えばけがをし

ないようにするため、また体をつくるために必要なスポーツトレーナーであったり管理栄養士で

あったり、そういう方々との協力関係、そういうところにも話を進めていかれることになるのか、

その点お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  将来的には、そういう方の御協力をいただかないといけないと思って

おります。 

 ただ、現在、この部活動の検討委員会というふうなことで設けますが、あまり急に間口を広げ

過ぎると、議論がまとまらないということがございまして、まずはこの提案で出しました委員の

皆様に協議をしていただきながら、こういう方がぜひ必要であるとか、こういうところはどうい
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うふうな仕組みをつくっていかなければならないかということも含めて検討してまいりたいと思

っております。 

 議員の皆様から頂戴いたしました御意見、町民の皆様も、恐らく同じような思いを持っておら

れる、特に保護者の皆さん持っておられると思いますので、しっかり取り入れていきながら検討

してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第２１、議案第２４号吉賀町部活動検討

委員会設置条例の制定についての質疑は保留しておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 

午後３時32分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時46分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第２５号 

○議長（安永 友行君）  日程第２２、議案第２５号吉賀町こども家庭センター設置条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２５号吉賀町こども家庭センター設置条例

の制定ついてであります。 

 吉賀町こども家庭センター設置条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第２５号吉賀町こども家庭センター設置条例の

制定について詳細説明を行います。 

 議案の条文を御覧いただければと思います。 

 第１条でございます。設置というところで、１条につきましては、児童福祉法に基づきまして、
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児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うために設置することとしております。 

 第２条におきましては、センターの位置を記載しておりまして、第３条では、業務内容といた

しまして、児童福祉法及び母子保健法に基づく業務としておるところでございます。 

 第４条では、職員について記載をしております。 

 第５条では、業務に従事する者に対する守秘義務について記載をしております。 

 なお、条例は、公布の日から施行いたしまして、吉賀町子育て包括支援センター設置条例につ

きましては、廃止することといたします。 

 以上、議案第２５号吉賀町こども家庭センター設置条例の制定についての詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりましたので、ここで質疑を

許します。質疑はありませんか。６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  この３条に、法第１０条の２第２項と、それから母子保健法、こ

の法があって、この業務というのは大体どういうふうな内容ですか。一般的にこれとこれと、詳

しいことはいいから、大体どういう業務なのか、ちょっとそれをお願いします。 

○議長（安永 友行君）  中林課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。 

 まず、この業務内容の１号、２号につきましてですが、まだ今、国のほうで法律改正が行われ

ておらず、４月１日以降に示されるというところでこの内容を書いております。 

 基本的には、今まで実施しておりました母子保健法、子どもさん、妊娠婦から乳児、そういっ

たところの対応といたしまして、保健師が行っていたり、助産師、そういったところで業務を行

っていた内容はこちらのほうになります。 

 それから、法第１０条の２第２項各号に掲げる業務といたしましては、現在、子ども支援家庭

拠点事業といたしまして、児童生徒の支援に関する業務を行っております。それを包括した形で、

家庭センターという業務をいたしますので、基本的には、今、保健福祉課で行っている業務を中

心に拡充をしていくというようなイメージでいただければというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  今、設置が、松江と津和野町というふうになっていますが、広石

の菊次さんがされているような、ちょっとダブるんですが、菊次さんがこの職員というか、中に

入るとかではないんでしょうか、また別なんですか。 

○議長（安永 友行君）  中林課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。 

 広石の菊次さんにおかれましては、産前・産後サポート事業の実施を委託をしておりますので、
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もちろんその事業も今の子育て包括支援センターの事業と位置づけをされまして、一緒に今、事

業を行っているというような状況でございます。 

 なので、職員といたしましては、保健福祉課の職員というよりも、委託先の方というふうな捉

え方でお願いしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  すみません。ちょっともう一遍、このセンターに、第４条のとこ

ろで、職員として、センター長、統括支援員、その他必要な職員ということで示されております。 

 それで、今、会計年度任用職員という言葉もありましたが、どういう体制でこの家庭センター

が構成されるのか、そしてセンター長の権限、どういう権限を持って行うことになるのか、その

点お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中林課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。 

 まず、こども家庭センターとしての要件といたしまして、センター長を１か所に１名を配置す

るという要件、それから母子保健機能と児童福祉機能、それを双方の業務について知識を有して

判断することのできる統括支援員、こちらを１か所で１名を配置するという要件がございます。 

 それに基づきまして、このたび条例を制定するに当たって、この２名の職員の名称の記載をさ

せていただいたところでございます。 

 その他必要な職員というところでございます。現在、包括支援センターと子ども家庭拠点のと

ころでの職員でございますけど、子ども家庭支援員といたしまして社会福祉士、そういった専門

職を予定をしているところでございます。 

 それから、虐待対応専門員、それから困難事例対応職員、そういった保健師、それから心理担

当、様々な内容のところに専門職、あるいは事務職を配置をいたしまして、センター長、統括支

援員を中心に事業を行っていくというようなところで御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  ちょっとはっきり分からないんですけど、県内に子育ての支援

包括センターという窓口は、県内全部の自治体にありますよね。 

 それで、このこども家庭センターというのは、今度は県内一律に、この名称になるわけですか。 

 それと、吉賀町でしたら「ぴよぴよ」という名称がついていますし、隣の津和野町で「来る未」

という名称になっていますけど、その名称というのは残るわけなんですか、どうなんですか。 

○議長（安永 友行君）  中林課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  失礼いたします。 

 こども家庭センターの名称につきましては、「ぴよぴよ」をそのまま継承していきたいという
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ふうに考えております。 

 こども家庭センターの名称でございますが、基本的には厚生労働省がこども家庭センターを設

置するようにという要件といたしまして、先ほどのセンター長、統括支援員を置くということに

なっておりますので、名称といたしましては、こども家庭センターという名称で、県内、あるい

は全国で設置をされるというふうに認識をしております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。日程第２２、議案第２５号吉賀町こども家庭セン

ター設置条例の制定についての質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第２６号 

○議長（安永 友行君）  日程第２３、議案第２６号吉賀町地域医療協議会設置条例の制定につい

てを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２６号吉賀町地域医療協議会設置条例の制

定についてであります。 

 吉賀町地域医療協議会設置条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします医療対策課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当者からの詳細説明を求めます。渡邊医療対策課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  失礼いたします。議案第２６号吉賀町地域医療協議会設置条例

の制定について、詳細説明のほうをさせていただきます。 

 議案の２ページを御覧ください。 

 これまで町の地域医療等の充実や地域医療体制の確保等に関する計画の策定や協議などを行う

委員会としましては、吉賀町地域医療計画策定委員会が設置をされて、計画の策定に関する協議

等をしておりました。 

 ３月１日から、よしか病院が公立病院として開設をされたことから、今後は、公立病院経営強

化プランの策定も行うことになりました。 

 併せて、公立病院であることから、医療の質や医療の従事者の確保についても、町としては重

要な課題でありまして、取り組みの強化を行っていくこととなります。 
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 このことから、現行設置しております吉賀町地域医療計画策定委員会について、見直し、廃止

をしまして、新たに吉賀町地域医療協議会を条例制定するものであります。 

 第２条の所掌事項としまして、吉賀町地域医療計画及び公立病院経営強化プランの策定に関す

ること、医療の質や医療従事者の確保、診療体制の充実等も盛り込んでおり、これまで以上に地

域医療に関する様々な事項を協議していきたいというふうに考えております。 

 最後、３ページの附則ですが、施行期日は、令和６年４月１日から施行としておりまして、先

ほど少し触れましたが、吉賀町地域医療計画策定委員会条例の廃止、吉賀町非常勤特別職の報酬

及び費用弁償支給条例の一部改正についても、併せて行うものであります。 

 以上で、議案第２６号吉賀町地域医療協議会設置条例の制定について詳細説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ２条の中に、医療の質の確保ということがうたわれておりますが、

具体的に医療の質というのはどういうことなんでしょうか。といいますのが、具体的に言います

が、また議長に止められるかも分かりませんが…… 

○議長（安永 友行君）  桜下議員、止められることは言わんでください。 

○議員（１番 桜下 善博君）  はい、分かりました。 

 休日の夜間、救急の夜間が受け入れが中止になったんですが、医療の質を高めるためというん

ですが、これは具体的な例なんですが、例えば、同僚議員からＭＲＩがどうしても必要だという

ことも何度も出ておりますが、そういうことも検討するんでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  これからこういう協議会を立てて話をしていくことですが、幅

広に捉えれば、当然そういうようなことも検討されるのかなというふうに考えておりますが、今

のところでは、こういう医療の質というところでも、幅広いところでの表記にしております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  確認しますが、今のところ検討はしないが、将来的には検討する

と、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  将来的にどうかと言われるところではありますが、この中の協

議会のほうで当然話をしていくべきでありますので、今ここでそういうことは明言できないかな

というふうに思います。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  この委員の中によしか病院の関係者、またカタクリ会の関係者

の方が含まれるわけですか、どうなんですか。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  委員組織の中、第３条のところではありますが、町内の医療機

関というような項目がありますので、その中に入ってくるという可能性は当然あると思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  ３条の中で、６項に、その他町長が必要と認める者とあります

が、どういう方を想定していますか。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  非常に難しい質問だと思うんですが、読んで字のごとく、町長

が必要と認める場合というところで、１号から５号に該当しなくて、そういった方を選ばれると

いうような可能性があるというふうに思っていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  関連ですが、４項の見識を有する者の代表というのは、どうい

う方を想定されていますか。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  見識を有する者の代表という形でのお答えしかないのかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２３、議案第２６号吉賀町地域医療協

議会設置条例の制定についての質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第２７号 

○議長（安永 友行君）  次に、日程第２４、議案第２７号地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２７号地方自治法の一部を改正する法律の
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施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制

定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議

決を求める。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第２７号地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について説明を申し上げます。 

 この条例につきましては、地方自治法の改正による条ずれに伴いまして、該当条番号を引用し

ている町の条例の改正を行うというものでございます。 

 関係する町の条例が全部で５本ございますので、整理に関する条例の制定という形で提出させ

ていただいております。 

 改正内容ですけれども、自治法、法律と施行令の改正がそれぞれございます。 

 まず、法律で申し上げますと、「第２４３条の２」が「第２４３条の２の７」に、それから

「第２４３条の２の２」が「第２４３条の２の８」になったというところです。 

 さらに、施行令では、「第１７３条」が「１７３条の４」に、法律、それから施行令が改正を

されたということでございます。 

 それで、参考資料をそのまま進んでいただいて、ペーパーでは１１ページです。タブレットで

はそのままお進みいただいて、参考資料を見ていただければと思います。新旧対照表がございま

す。 

 整理条例第１条といたしまして、吉賀町監査委員に関する条例、この中で、その該当条文、条

番号を用いているところの改正を行うというものでございます。 

 監査委員に関する条例で申し上げますと、第３条と第８条に「第２４３条の２の２第３項」と

いうところがございます。これを「第２４３条の２の８第３項」に改めるというものです。 

 その下の整理条例第２条ですけれども、吉賀町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例で

ございます。第１条の「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、それから

「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改めるというものです。 

 さらに、次のページに入りますけれども、第２条の中です。「第１７３条第１項第１号」を

「第１７３条の４第１項第１号」に改めるというものでございます。 

 以下、整理条例第３条では、吉賀町下水道事業の設置等に関する条例、それから整理条例第
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４条では、吉賀町水道事業の設置等に関する条例、それから整理条例第５条では、吉賀町病院事

業の設置等に関する条例、それぞれ条例中に規定しております「第２４３条の２の２第８項」と

いうものを「第２４３条の２の８第８項」に改めるという、こういう内容となっております。 

 以上、議案第２７号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２４、議案第２７号地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑は保留をしておきま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第２８号 

○議長（安永 友行君）  日程第２５、議案第２８号行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第２８号行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用に関する条例（平成２７年吉賀町条例第４９号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします税務住民課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたします。 

 議案第２８号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明をさせていただきます。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の施行によりまして、この法律で定められておりました「別表第２」というものが廃止とな

るものでございます。 

 別表第２では、条例で定める個人番号の利用の範囲、情報の紹介者や事務、情報提供者、特定
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個人情報を規定していたものでございます。 

 今後は、省令に規定することで情報連携が可能となるものでございます。 

 引用していた表が廃止となったため、利用事務、情報について定義をする改正となっておりま

す。 

 それでは、参考資料の新旧対照表のほうを御覧いただきたいと思います。 

 次のページになるかと思います。ページの資料では、１４ページになると思います。 

 第２条中、改正後の欄の５号と６号で定義の追加をしております。 

 ５号では、「個人番号を利用する事務」「特定個人番号利用事務」という名前について規定し

ております。 

 ６号では、「利用する個人情報」「利用特定個人情報」という名前にしております。 

 続いて、第４条第１項、「法別表第２欄に掲げる事務」とありますものを「特定個人番号利用

事務」としております。第２項でも同じものが出てきます。 

 それから、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」とあるものを「利用特定個人情報」として

おります。 

 少し下がっていただいて、「当該特定個人情報」とあるものを「当該利用特定個人情報」と改

定しております。 

 続いて、次のページになります。 

 附則でございます。この条例の施行につきましては、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日からとなります。 

 以上、議案第２８号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２５、議案第２８号行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第２９号 

日程第２７．議案第３０号 

○議長（安永 友行君）  日程第２６、議案第２９号吉賀町交流研修センター施設条例の一部を改
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正する条例についてと、日程第２７、議案第３０号吉賀町サクラマス交流センター施設条例の一

部を改正する条例についてを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２つの議案について、一括で上程をさせていただきます。 

 まず、議案第２９号吉賀町交流研修センター施設条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 吉賀町交流研修センター施設条例（平成２４年吉賀町条例第２８号）の一部を別紙のとおり改

正する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 続きまして、議案第３０号吉賀町サクラマス交流センター施設条例の一部を改正する条例につ

いてであります。 

 吉賀町サクラマス交流センター施設条例（平成２８年吉賀町条例第３４号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 いずれにつきましても、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第２９号吉賀町交流研修センター施設条例の一部を

改正する条例についてと、議案第３０号吉賀町サクラマス交流センター施設条例の一部を改正す

る条例について、それぞれ説明をさせていただきます。 

 改正内容につきましては、使用料の変更ということでございます。 

 内容につきましては、新旧対照表を用いて説明をさせていただきます。 

 まず、議案第２９号交流研修センターであります。 

 ペーパーの参考資料で言いますと、１６ページになります。タブレットはそのままお進みいた

だければと思います。 

 まず、改正箇所ですけれども、第６条のところにアンダーラインを付しているかと思います。

改正後においては、滞在型研修宿泊室の利用者が交流室を使用するとき、という言葉、この表現

を加えさせていただいております。これは交流研修センター、今、吉賀高校生の受け入れ施設と

いうふうに使っております。その高校生が交流室を使うというケース、これは現実的には、それ

は今あるんですけれども、そうしたときに、その交流室の使用料を現実的には免除するという対

応を取っておりまして、それに合わせたということでございます。 

 それから、その下の別表を御覧ください。 
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 交流研修センター、それぞれ区分の欄を見ていただきますと、室がありますけれども、吉賀高

校生の受け入れ施設というところで言いますと、滞在型研修宿泊施設というところであります。

この部分で「月額４万２,０００円」を「月額４万５,０００円」に変更をするというものであり

ます。 

 次に、サクラマス交流センターであります。 

 参考資料は、紙で言いますと、１７ページです。データは、また元に戻っていただいて、進ん

でいただければと思います。 

 サクラマス交流センターの施設条例でございます。別表のところに居室という部分があります。

これが生徒さんが入られているところということになりまして、「月額３万３,０００円」を

「月額３万６,０００円」に変更をさせていただきたいということであります。 

 この変更理由ということでありますけれども、実際に食材費、あるいは光熱水費、そうしたも

のがもう既に、令和３年、４年、５年と、上がってきておるというのは御承知のことかと思いま

す。そうした部分を反映させたというところ、そうした影響を考慮しての今回の使用料の変更と

いうところで見ていただければというふうに思います。 

 以上、議案第２９号、それから議案第３０号の説明といたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２６、議案第２９号吉賀町交流研修セン

ター施設条例の一部を改正する条例についてと、日程第２７、議案第３０号吉賀町サクラマス交

流センター施設条例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第３１号 

○議長（安永 友行君）  日程第２８、議案第３１号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第３１号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 吉賀町職員の給与に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４２号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 
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 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうが御説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第３１号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について説明申し上げます。 

 参考資料を用いて説明をいたします。紙で言いますと、１８ページということになります。お

開きいただければと思います。 

 今回の改正内容につきましては、吉賀町職員の職名に新たに「社会福祉士」と「調整幹」、こ

の２つを定めるというものであります。 

 まず、社会福祉士につきましては、先ほど議案第２５号で上程いたしましたこども家庭セン

ターの設置に伴いまして、社会福祉士の配置を計画しておるところです。本年４月１日から配置

予定となっているところであります。 

 その上で、新旧対照表を見ていただきますと、アンダーラインを付したところ、級で言います

と、１級から６級まで、それぞれ「社会福祉士」というものが加わってきておりまして、さらに

社会福祉士の前に「主事」であったり、「主任」「主幹」とかいうふうな表現を加えているかと

思います。これにつきましては、見ていただいたら分かるとおり、その他の保健師あるいは保育

士と同様の名称というふうにしているところです。 

 それから、次に調整幹についてでございます。 

 これにつきましては、定年の引上げに関係するものでございます。ごく簡単に申し上げますと、

６０歳に到達後、退職せずに、引き続き勤務を継続する職員の職名というふうに見ていただけれ

ばと思います。 

 その職員につきましては、５級設定ということになりますので、その５級のところに「調整幹」

という職名を加えさせていただいているという、こういう内容となっております。 

 以上、議案第３１号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、担当課長よりの説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２８、議案第３１号吉賀町職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第３２号 

○議長（安永 友行君）  続いて、日程第２９、議案第３２号吉賀町職員の特殊勤務手当に関する
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条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第３２号吉賀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 吉賀町職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４３号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 令和６年３月４日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第３２号吉賀町職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 

 参考資料を用いて説明を申し上げます。紙の参考資料は１９ページでございます。 

 今回の改正ですけれども、令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症が第５類感染症に移

行されたことに伴いまして、国の取り扱いに準じて防疫等作業手当に関する特例規定を改正させ

ていただくというものでございます。 

 改正内容につきましては、これまでの新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例

を廃止いたしまして、今後発生する可能性のある新型インフルエンザ等により生じた事態に対処

できるよう、新たな規定を設けると、こういう内容になります。 

 新しい規定ですけれども、職員が防疫等の作業に従事した場合に、作業１日当たり４,０００円

の範囲内で手当を支給することを特例として定めるという、こういう内容となっております。 

 この規定につきましては、人事院規則において定められておる内容でありまして、本町におき

ましても、同じ内容で定めるということでございます。 

 なお、この改正後の特例に基づき、防疫等作業手当の支給対象とするその作業の内容、そして

その作業に応じたそれぞれの額でございますが、国や島根県、そうしたところが今後示す内容を

基に規則で定めていくという、こういう流れになってまいります。 

 以上、議案第３２号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  ちょっと確認のためにお聞きしますが、この附則第４項中云々、

その他これらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他町長がこれに準ずると、この長時間

というのは、おおよその時間は分かるわけですか。 
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○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  これまでのところで、この時間について示された文書は出ていない

のかなというふうに思います。むしろこれに該当する作業とは一体何なのかというふうに見たと

きに、患者を移送するだとか、患者をケアするというところも含まれるかもしれませんけれども、

そうしたところから時間を想像するしかないのかなと思っています。この長時間というところの

何時間までが短時間で、何時間から長時間かという、そういうものを示したものはなかったとい

うふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２９、議案第３２号吉賀町職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  それでは、お諮りをします。本日の会議はこれで延会にしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、異議なしと認め、本日はこれで延会することに決定をいたし

ました。御苦労さまです。 

午後４時31分延会 

────────────────────────────── 


